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は
じ
め
に

　

詩
や
文
章
の
一
部
を
取
り
出
し
、
全
体
の
文
意
と
は
関
係
な
く
、
そ
の
一
節
の
意
味
だ
け
を
用
い
る
「
斷

取
義
」
は
、
現
代
日
本
語

の
用
法
で
も
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
斷

取
義
の
批
判
は
、
六
朝
期
の
注
疏
に
遡
り
、
朱
熹
の
『
詩
集
傳
』
も
斷

取
義
に
よ
る
解

釈
に
は
否
定
的
で
あ
る（
一
）。

　

と
こ
ろ
が
、『
春
秋
左
氏
傳
』
襄
公 

傳
二
十
八
年
で
は
、
斷

取
義
は
、
同
姓
不
婚
を
破
っ
た
婚
姻
の
正
当
化
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

大
宗
に
あ
た
る
女
性
を
妻
に
娶
っ
た
盧

は
、「
余 

獨
り
焉な

ん

ぞ
之
を
辟さ

け
ん
。
詩
も
賦
す
に

を
斷
つ
。
余
は
求
む
る
所
を
取
る
の
み
。

惡な
ん

ぞ
宗
を

ら
ん
（
余
獨
焉
辟
之
。
賦
詩
斷

。
余
取
所
求
焉
。
惡

宗
）」
と
述
べ
て
、
必
要
な
物
を
断
ち
切
っ
て
も
用
い
る
事
例
と

し
て
、
詩
が
「

を
斷
」
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
論
拠
に
、
大
宗
か
ら
断
ち
切
っ
て
妻
を
娶
る
こ
と
を
正
当
化
し
て
い
る（
二
）。

こ
こ
で

は
、『
詩
經
』
は
「

を
斷
」
っ
て
用
い
ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
斷

取
義
は
、
非
難
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
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そ
れ
で
は
斷

取
義
は
、
何
を
契
機
に
批
判
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
斷

取
義
の
肯
定
に
も
注
目
し
な
が
ら
、

『
詩
經
』
解
釈
の
展
開
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
斷

取
義
へ
の
批
判

　
『
毛
詩
』
の

箋
と
『
禮
記
』
の

玄
注
と
が（
三
）、

共
に

玄
の
注
釈
で
あ
り
な
が
ら
、
同
一
の
字
句
に
異
な
る
解
釈
を
す
る
こ
と
を

「
引
詩
斷

（
詩
を
引
く
に

を
斷
つ
）」
と
批
判
す
る
『
禮
記
注
疏
』
の
事
例
か
ら
検
討
し
よ
う
。

　
『
禮
記
』
表
記
篇
は
、
君
主
の
命
が
逆
で
あ
れ
ば
、
臣
下
は
従
わ
な
い
こ
と
も
あ
る
と
の
主
張
を
『
詩
經
』
鄘
風 

鶉
之
奔
奔
を
踏
ま
え

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
な
お
、

玄
注
は
﹇  

﹈
に
よ
り
、
付
け
ら
れ
て
い
る
位
置
を
示
し
、
後
に
ま
と
め
て
掲
げ
た
。

　
　

 

子
曰
く
、
唯
だ
天
子
の
み
命
を
天
に
受
く
。
士
は
命
を
君
に
受
く﹇
一
﹈。
故
に
君
の
命 

順
な
れ
ば
、
則
ち
臣 

命
に
順
ふ
有
り
。
君
の

命 

逆
な
れ
ば
、
則
ち
臣 

命
に
逆
ふ
有
り﹇
二
﹈。
詩
に
曰
く
、「
鵲
の
姜
姜
た
る
、
鶉
の
賁
賁
た
る
。
人
の

無
き
、
我 

以
て
君
と
爲

す
」
と﹇
三
﹈。

　
　
﹇
一
﹈
言
ふ
こ
こ
ろ
は
皆 

受
く
所 

敢
て
專
ら
に
せ
ざ
る
も
の
有
る
な
り
。
唯
は
當
に
雖
と
爲
す
べ
し
。
字
の
誤
ま
り
な
り
。

　
　
﹇
二 

﹈
言
ふ
こ
こ
ろ
は
臣 

順
を
受
く
れ
ば
則
ち
順
を
行
ひ
、
逆
を
受
く
れ
ば
則
ち
逆
を
行
ふ
な
り
。
其
の
君
に
受
く
所
の
如
か
れ
ば

則
ち
君
の
爲
に
易
へ
ざ
る
な
り
。

　
　
﹇
三 

﹈
姜
姜
・
賁
賁
は
、
爭
鬪
す
る
惡
貌
な
り
。

は
、
善
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
我 

惡
人
を
以
て
す
れ
ば
、
君
も
亦
た
我
を
し
て

惡
爲た

ら
し
む
る
こ
と
、
大
鳥
の
上
に
姜
姜
た
り
て
小
鳥
の
下
に
賁
賁
た
る
が
如
き
な
り（
四
）。
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玄
の
注
﹇
三
﹈
は
、『
詩
經
』
鄘
風 

鶉
之
奔
奔
に
用
い
ら
れ
る
「
姜
姜
」・「
賁
賁
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
爭
鬪
す
る
惡
貌
」
で

あ
る
、
と
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
（
上
に
）
鵲

か
さ
さ
ぎが

醜
く
争
い
、（
下
に
）
鶉う

ず
らが

醜
く
争
う
よ
う
に
、
善
い
人
も
い
な
い
の
に
、
わ
た
し
は

（
仕
方
な
く
そ
の
方
を
）
君
主
と
し
て
仕
え
て
い
る
、
と
『
詩
經
』
鄘
風 

鶉
之
奔
奔
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
詩
の
理
解

で
あ
れ
ば
、
君
命
が
天
に
逆
ら
っ
て
い
れ
ば
、
臣
下
は
こ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
『
禮
記
』
の
文
意
に
合
致
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、

玄
は
、『
毛
詩
』
鄘
風 

鶉
之
奔
奔
で
は
、「
姜
姜
・
賁
賁
」
に
異
な
っ
た
解
釈
を
附
す
。『
毛
詩
』
で
は
、「
彊
彊
・
奔
奔
」

と
文
字
が
異
な
る
の
は
、『
禮
記
』
が
今
文
經
典
と
し
て
、
三
家
詩
に
従
う
こ
と
に
よ
ろ
う
。

玄
の
箋
を
﹇　

﹈、

玄
が
依
拠
し
た
毛

傳
の
位
置
を
〈　

〉
に
よ
り
示
し
て
後
に
ま
と
め
、
毛
序
は
冒
頭
に
明
記
し
な
が
ら
掲
げ
よ
う
。

　
　
〈
毛
序
〉
鶉
の
奔
奔
た
る
は
、
衞
の
宣
姜
を
刺そ

し

る
な
り
。
衞
人 

以
爲
へ
ら
く
、
宣
姜 

鶉
鵲
だ
に
も

か
ざ
る
な
り
と﹇
一
﹈。

　
　

鶉
の
奔
奔
た
る
、
鵲
の
彊
彊
た
る〈
一
〉﹇
二
﹈。
人
の

無
き
、
我 

以
て
兄
と
爲
す〈
二
〉﹇
三
﹈。

　
　

鵲
の
彊
彊
た
る
、
鶉
の
奔
奔
た
る
。
人
の

無
き
、
我 

以
て
君
と
爲
す〈
三
〉﹇
四
﹈。

　
　
〈
一
〉
鶉
は
則
ち
奔
奔
、
鵲
は
則
ち
彊
彊
然
た
り
。

　
　
〈
二
〉

は
、
善
な
り
。
兄
と
は
、
君
の
兄
を
謂
ふ
。

　
　
〈
三
〉
君
は
、
國
の
小
君
な
り
。

　
　
﹇
一
﹈
宣
姜
を
刺
る
者と

は

、
其
の
公
子
の
頑
と
淫
亂
を
爲
し
、
行
ひ 
禽
鳥
に
如
か
ざ
る
を
刺
る
な
り
。

　
　
﹇
二
﹈
奔
奔
・
彊
彊
た
る
は
、
其
の
居
は
常
匹
有
る
を
言
ふ
な
り
。

　
　
﹇
三
﹈
人
の
行
ひ 

一
善
無
き
者
な
り
。
我
が
君 

反
り
て
以
て
兄
と
爲
す
。
君
と
は
、
惠
公
を
謂
ふ
。

　
　
﹇
四
﹈
小
君
と
は
、
宣
姜
を
謂
ふ（
五
）。
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毛
傳
は
、「
鶉
は
則
ち
奔
奔
、
鵲
は
則
ち
彊
彊
然
た
り
」
と
表
現
す
る
だ
け
で
、
そ
の
内
容
に
踏
み
込
ま
な
い
が
、

箋
﹇
二
﹈
は
、

「
其
の
居
は
常
匹
有
る
を
言
ふ
な
り
」
と
述
べ
、
鶉
と
鵲
が
、
そ
の
住
ま
い
で
は
雄
雌
が
仲
良
く
暮
ら
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
、
と
解

釈
す
る
。
毛
序
は
、
こ
の
詩
を
「
衞
の
宣
姜
を
刺
る
」
詩
で
あ
る
と
い
う
。

箋
﹇
一
﹈
は
、
さ
ら
に
具
体
的
に
衞
の
宣
公
の
夫
人
の
宣

姜
（
惠
公
の
母
）
が
、
公
子
の
頑
（
惠
公
の
異
母
兄
の
昭
伯
、
頑
は
名
）
と
淫
乱
な
関
係
に
あ
る
、
と
説
明
す
る
。
と
な
れ
ば
、「
鶉
の

奔
奔
」
と
「
鵲
の
彊
彊
」
は
、
二
人
の
情
事
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、「
奔
奔
」・「
彊
彊
」
は
、
雄
雌
が
仲
良
く
暮
ら
し
て
い
る

と
の
解
釈
に
な
ろ
う
。

　

玄
が
『
毛
詩
』
に

箋
を
付
け
た
の
は
、「
三
禮
」
に
注
を
付
け
た
時
期
よ
り
遅
れ
る（
六
）。

そ
れ
で
も
、
今
文
・
古
文
の
差
こ
そ
あ
れ
、

同
じ
詩
の
ほ
ぼ
同
じ
字
句
の
解
釈
を
『
禮
記
』
と
『
毛
詩
』
で

玄
は
統
一
し
て
い
な
い
。「
斷

取
義
」
は
詩
の
解
釈
と
し
て
不
合
理

で
あ
る
、
と
い
う
理
解
は

玄
に
は
な
い
、
と
考
え
て
よ
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、

玄
が
問
題
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
『
禮
記
』
と
『
毛
詩
』
の
同
じ
詩
に
対
す
る
解
釈
の
違
い
を
『
禮
記
注
疏
』
表

記
篇
は
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

　
　

 

此
の
經 

詩
を
引
く
に

を
斷
ち
て
言
へ
ら
く
、「
君 
命
に
逆
ら
ふ
有
る
は
、
大
鳥
の
姜
姜
と
し
て
上
に
爭
鬪
し
、
小
鳥
の
賁
賁
と
し

て
亦
た
下
に
爭
鬪
す
る
に
似
た
り
」
と（
七
）。

　

こ
の
よ
う
に
『
禮
記
注
疏
』
は
、

玄
が
『
禮
記
』
注
で
「
彊
彊
・
奔
奔
」
を
醜
く
激
し
く
争
う
と
解
釈
す
る
こ
と
が
、『
毛
詩
』

箋
で
「
姜
姜
・
賁
賁
」
を
雄
雌
が
仲
良
く
暮
ら
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
と
は
異
な
り
、「
詩
を
引
く
に

を
斷
」
っ
て
い
る
、
と
批

判
す
る（
八
）。

こ
こ
に
は
、『
毛
詩
』

箋
が
詩
の
全
体
像
を
踏
ま
え
た
解
釈
と
し
て
正
し
く
、
詩
全
体
の
意
味
を
踏
ま
え
ず
に
斷

取
義
で

詩
を
解
釈
す
る
『
禮
記
』
注
へ
の
批
判
が
あ
る
。
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も
う
一
例
掲
げ
よ
う
。『
禮
記
』
祭
義
篇
で
も
、『
毛
詩
』

箋
で
の
解
釈
と
異
な
る
詩
の
解
釈
が
斷

取
義
と
批
判
さ
れ
る
。
詩
を
用

い
な
が
ら
文
王
の
祭
祀
を
説
明
す
る
『
禮
記
』
祭
義
篇
を

玄
の
注
を
附
し
て
掲
げ
よ
う
。

　
　

 

文
王
の
祭
る
や
、
死
者
に
事
ふ
る
こ
と
は
生
に
事
ふ
る
が
如
く
、
死
者
を
思
ふ
こ
と
は
生
を
欲
せ
ざ
る
が
如
し
。
忌
日
に
は
必
ず
哀か

な

し
み
、

を
稱
す
る
に
は

を
見
る
が
如
し
。
祀
の
忠
な
り
。

の
愛
す
る
所
を
見
る
が
如
し
、
色
を
欲
す
る
が
如
く
然
り
と
は
、

其
れ
文
王
か﹇
一
﹈。
詩
に
云
ふ
、「
明
發
ま
で
寐い

ね
ら
れ
ず
、
二
人
を
懷お

も

ふ
有
り
」
と
。
文
王
の
詩
な
り
。
祭
の
明
日
に
、
明
發
ま
で

寐
ね
ら
れ
ず
、
饗
し
て
之
を
致
し
、

 

從
ひ
て
之
を
思
ふ
。
祭
の
日
に
、
樂
と
哀
と
半
ば
す
。
之
を
饗
す
る
と
き
は
必
ず
樂
し
み
、

已
に
至
る
と
き
は
必
ず
哀
し
む﹇
二
﹈。

　
　
﹇
一 

﹈
死
者
を
思
ふ
こ
と
は
生
を
欲
せ
ざ
る
が
如
し
と
は
、
を
思
ふ
の
深
き
を
言
ふ
な
り
。
色
を
欲
す
る
が
如
し
と
は
、
時
人
は
色

に
厚
き
を
以
て
、
假
り
て
以
て
之
を
喩
ふ
。

　
　
﹇
二 

﹈
明
發
ま
で
寐
ね
ら
れ
ず
と
は
、
夜
よ
り
旦
に
至
る
を
謂
ふ
な
り
。
祭
の
明
日
と
は
、
繹
す
る
日
を
謂
ふ
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は

繹
の
夜
は
寐
ね
ら
れ
ざ
る
な
り
。
二
人
と
は
、

を
謂
ふ
。
尸
・
侑
を
容
と
す
る
な
り（
九
）。

　

こ
の
よ
う
に
『
禮
記
』
祭
義
篇
は
、
文
王
が
父
母
を
祀
る
時
の
孝
心
の
厚
さ
を
述
べ
、
そ
の
際
に
『
詩
經
』
を
引
用
し
て
、
自
ら
の
主

張
を
権
威
づ
け
る
。
引
用
さ
れ
る
『
詩
經
』
小
雅 

小
宛
に
つ
い
て
、『
禮
記
』
は
「
文
王
の
詩
」
で
あ
る
と
言
い
、

玄
の
注
も
そ
れ
に

異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、『
毛
詩
』
小
雅 

小
宛
の

箋
は
、
こ
の
詩
を
文
王
の
も
の
と
は
捉
え
な
い
。
関
連
す
る
第
一
章
の
み
に
毛
傳
・

箋

を
付
し
て
、
毛
序
お
よ
び
最
後
の
第
六
章
と
共
に
掲
げ
よ
う
。

　
　
〈
毛
序
〉
小
宛
は
、
大
夫 

幽
王
を
刺
る
な
り﹇
一
﹈。
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宛
た
る
彼
の
鳴
鳩
、
翰た

か

く
飛
び
て
天
に
戾い

た

る〈
一
〉。

　
　

我
が
心 

憂
傷
し
、
昔
の
先
人
を
念
ふ〈
二
〉。

　
　

明
發
ま
で
寐
ね
ず
、
二
人
を
懷
ふ
有
り〈
三
〉。
…
…

　
　

溫
溫
た
る
恭
人
は
、
木
に
集ゐ

る
が
如
し
。

　
　

惴
惴
た
る
小
心
は
、
谷
に
臨
む
が
如
し
。

　
　

戰
戰
兢
兢
と
し
て
、

冰
を
履
む
が
如
し
。

　
　
〈
一 

〉
興
な
り
。
宛
は
、
小
貌
な
り
。
鳴
鳩
は
、
鶻
鵰
な
り
。
翰
は
、
高
な
り
。
戾
は
、
至
な
り
。
小
人
の
道
を
行
き
、
高
明
の
功
を

責
む
る
も
、
終
に
得
可
か
ざ
る
な
り
。

　
　
〈
二
〉
先
人
は
、
文
・

な
り
。

　
　
〈
三
〉
明
發
は
、
夕
に
發
し
て
明
に
至
る
な
り
。

　
　
﹇
一
﹈
亦
た
當
に
厲
王
を
刺
る
と
爲
す
べ
し
（
一
〇
）。

　

こ
の
よ
う
に
毛
傳
は
、
小
宛
の
詩
を
大
夫
が
「
幽
王
を
刺
」
っ
た
詩
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

箋
は
「
厲
王
を
刺
」
っ
た

詩
で
あ
る
と
す
る
が
、
大
夫
が
王
を
謗
っ
た
詩
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
先
人
」
は
、
毛
傳
の
よ
う
に
文
王
・

王

と
な
り
、
夕
方
か
ら
明
け
方
ま
で
寝
ら
れ
ず
、
二
人
を
思
っ
た
者
は
大
夫
と
な
る
。

　

玄
が
踏
襲
し
た
『
禮
記
』
祭
義
篇
の
解
釈
の
よ
う
に
、
文
王
が
父
母
を
祀
っ
た
と
き
に
、
父
母
を
思
っ
て
夕
方
か
ら
明
け
方
ま
で
寝

ら
れ
な
か
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
毛
傳

箋
の
解
釈
が
詩
の
全
体
像
を
前
提
と
し
た
正
し
い
理
解
な
の
で
あ
れ
ば
、
斷

取
義
と
な

る
。
し
た
が
っ
て
、『
禮
記
注
疏
』
祭
義
篇
は
、
こ
の
解
釈
を
「

を
斷
ち
て
義
を
取
る
（
斷

取
義
）」
も
の
と
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
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い
る
。

　
　

 
此
れ
幽
王
の
小
雅 

小
宛
の
篇
な
り
。
而
る
に
文
王
の
詩
な
り
と
云
ふ
者
は
、
記
者 

詩
を
引
く
に

を
斷
ち
て
義
を
取
れ
ば
な
り
。

且も

し
詩
人 

文
王
の
德
を
陳
べ
て
、
以
て
幽
王
を
刺
ら
ば
、
亦
た
文
王
の
詩
爲た

る
を
得
る
な
り
（
一
一
）。

　

こ
の
よ
う
に
『
禮
記
注
疏
』
は
、
こ
の
詩
を
「
幽
王
を
刺
」
っ
た
詩
で
あ
る
と
い
う
毛
傳
の
解
釈
を
正
し
い
と
し
た
う
え
で
、
祭
義
篇

が
文
王
の
詩
と
す
る
こ
と
を
斷

取
義
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
毛
傳
の
解
釈
は
絶
対
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

前
漢
・
後
漢
を
通
じ
て
詩
の
解
釈
の
中
心
で
あ
っ
た
今
文
三
家
詩
の
中
で
、
今
日
ま
で
伝
承
さ
れ
た
韓
嬰
の
『
韓
詩
外
傳
』
は
、
小
雅 

小
宛
を
二
つ
の
物
語
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

　
　

 　

孫
叔
敖 

狐
丘
の
丈
人
に
遇
ふ
。
狐
丘
の
丈
人 

曰
く
、「
僕 

之
を

く
、
三
利
有
れ
ば
必
ず
三
患
有
り
と
。
子 

之
を
知
ら
ん
や
」

と
。
孫
叔
敖 

蹵
然
と
し
て
容か

た
ちを

易
め
て
曰
く
、「
小
子 

不
敏
に
し
て
、
何
ぞ
以
て
之
を
知
る
に
足
ら
ん
。
敢
て
問
ふ
何
を
三
利
と
謂

ひ
、
何
を
三
患
と
謂
ふ
」
と
。
狐
丘
の
丈
人 
曰
く
、「
夫
れ
爵
の
高
き
者
は
、
人 

之
を
妒
む
。
官
の
大
な
る
者
は
、
主 

之
を
惡に

く

む
。

祿
の
厚
き
者
は
、
怨
み
之
に
歸
す
。
此
れ
之
の
謂
な
り
」
と
。
孫
叔
敖
曰
く
、「
然
ら
ず
。
吾
は
爵 

益

高
く
し
て
、
吾
が
志 

益

下
る
。
吾
は
官 

益

大
に
し
て
、
吾
が
心 

益

小
に
す
。
吾
は
祿 

益

厚
く
し
て
、
吾
が
施ほ

ど
こし

益

博
し
。
以
て
患
ひ
を
免
る
べ

き
か
」
と
。
狐
丘
の
丈
人 

曰
く
、「
善
き
か
な
言
や
。
堯
・

も
其
れ

ほ
諸こ

れ

を
病
め
り
」
と
。

　
　

 　

詩
に
曰
く
、「
溫
溫
た
る
恭
人
は
、
木
に
集ゐ

る
が
如
し
。
惴
惴
た
る
小
心
は
、
谷
に
臨
む
が
如
し
」
と
（
一
二
）。

　
『
韓
詩
外
傳
』
は
、『

子
』
堯
問
篇
に
見
え
る
楚
の

王
の
相
で
あ
る
孫
叔
敖
が
狐
丘
の
丈
人
か
ら
三
利
・
三
患
と
は
何
か
を
聞
き
、

爵
が
高
く
な
っ
て
も
、
官
が
上
が
っ
て
も
、
祿
が
厚
く
て
も
慎
ん
だ
こ
と
を
述
べ
、
高
く
評
価
さ
れ
た
物
語
を
掲
げ
る
。
そ
し
て
、『
詩

經
』
小
雅 

小
宛
の
後
半
で
歌
わ
れ
る
「
溫
溫
た
る
恭
人
」
で
「
惴
惴
た
る
小
心
」
を
持
つ
者
を
孫
叔
敖
で
あ
る
と
す
る
。「
小
宛
」
を
文
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王
の
詩
と
す
る
『
禮
記
』
の
解
釈
、
幽
王
・
厲
王
を
刺
っ
た
詩
と
す
る
「
毛
傳

箋
」
の
理
解
と
は
異
な
る
。

　

ま
た
、『
韓
詩
外
傳
』
は
、「
小
宛
」
に
つ
い
て
の
別
の
物
語
の
中
で
、
齊
の
桓
公
・
晉
の
文
公
・
越
王
の
勾
踐
の
事
例
を
挙
げ
て
い

る
。

　
　

 　

孔
子
曰
く
、「
明
王
に
三
懼
有
り
。
一
に
曰
く
尊
位
に
處
り
て
其
の
過
ち
を

か
ざ
る
を
恐
る
。
二
に
曰
く
志
を
得
て
驕
る
を
恐

る
。
三
に
曰
く
天
下
の
至
道
を

き
て
行
ふ
能
は
ざ
る
を
恐
る
」
と
。
昔む

か
し者 

越
王
の
勾
踐 

吳
と
戰
ひ
、
大
い
に
之
を
敗
り
、
兼
ね

て
南
夷
を
有た

も

つ
。
是
の
時
に
當
た
り
て
、
君
は
南
面
し
て
立
ち
、
近
臣
は
三
た
び
、
遠
臣
は
五
た
び
、
諸
大
夫
に
令
し
て
曰
く
、

「
過
ち
を

き
て
以
て
我
に
吿
げ
ざ
る
者
は
上
戮
と
爲
す
」
と
。
此
れ
尊
位
に
處を

り
て
其
の
過
ち
を

か
ざ
る
を
恐
る
る
な
り
。
昔

者 

晉
の
文
公 

楚
と
戰
ひ
、
大
い
に
之
に
勝
ち
、
其
の
軍
を
燒
き
、
火 

三
日 

息や

ま
ず
。
文
公 

退
き
て
憂
色
有
り
。
侍
者
曰
く
、「
君 

楚
に
大
勝
し
て
憂
色
有
る
は
、
何
ぞ
や
」
と
。
文
公
曰
く
、「
吾 

く
な
ら
く
、
能
く
戰
勝
を
以
て
し
て
安
き
者
は
惟
だ

人
の
み

と
。
夫か

の
詐
り
勝
つ
の
徒
の

き
は
、
未
だ

て
危
か
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
吾 

是
を
以
て
憂
ふ
る
な
り
」
と
。
此
れ
志
を
得
て
驕

る
を
恐
る
る
な
り
。
昔
者 

齊
の
桓
公 

管
仲
・
隰
朋
を
得
て
、
南
面
し
て
立
つ
。
桓
公
曰
く
、「
吾 

二
子
を
得
て
、
吾
が
目
は
明
を

加
へ
、
吾
が
耳
は

を
加
ふ
。
敢
て
獨
り
擅

ほ
し
い
ま
まに

せ
ず
、
之
を
先
祖
に
進
む
」
と
。
此
れ
天
下
の
至
道
を

き
て
行
ふ
能
は
ざ
る
を

恐
る
る
者
な
り
。
桓
公
・
晉
文
・
越
王
の
勾
踐
に
由
り
て
之
を

る
に
、
三
懼
な
る
者
は
、
明
君
の
務
め
な
り
。

　
　

 　

詩
に
曰
く
、「
溫
溫
た
る
恭
人
は
、
木
に
集ゐ

る
が
如
し
。
惴
惴
た
る
小
心
は
、
谷
に
臨
む
が
如
し
。
戰
戰
兢
兢
と
し
て
、

冰
を

履
む
が
如
し
」
と
。
此
れ
大
王
の
人
の
上
に
居
る
を
言
ふ
な
り
（
一
三
）。

　

こ
の
よ
う
に
『
韓
詩
外
傳
』
は
、
齊
の
桓
公
・
晉
の
文
公
・
越
王
の
勾
踐
の
事
例
か
ら
、「
小
宛
」
末
尾
の
「
溫
溫
た
る
恭
人
」
を
大

王
の
上
に
居
る
態
度
で
あ
る
と
も
解
釈
す
る
。
先
の
事
例
で
は
、
同
じ
字
句
を
楚
の
宰
相
で
あ
る
孫
叔
敖
の
態
度
と
し
て
い
た
。
あ
る
い
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は
、
朱
熹
の
『
詩
集
傳
』
は
、「
小
宛
」
を
大
夫
が
兄
弟
あ
い
戒
め
て
禍
を
免
れ
る
詩
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。『
詩
經
』
の
解
釈
は
、
毛

序
が
絶
対
で
は
な
く
多
種
多
様
な
の
で
あ
る
。
六
朝
期
に
批
判
さ
れ
た
「
斷

取
義
」
は
、
こ
う
し
た
『
詩
經
』
の
解
釈
の
多
様
性
を
背

景
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
韓
詩
外
傳
』
は
、
そ
う
し
た
『
詩
經
』
の
多
様
性
を
最
も
よ
く
残
し
て
い
る
。
同
一
の
句
や
詩
全
体
の
解
釈
だ
け
で
は
な
く
、
一
つ

の
詩
か
ら
い
く
つ
も
の
「
句
」
を
取
り
、
様
々
な
解
釈
を
展
開
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

二
、『
韓
詩
外
傳
』
に
よ
る
解
釈
の
多
様
性

　

韓
嬰
の
『
韓
詩
外
傳
』
は
、『

子
』
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、『

子
』
が
自
ら
の
主
張
を
『
詩
經
』
に
よ
り
権
威
づ
け
る
こ
と
に

対
し
て
、『
詩
經
』
に
則
し
て
物
語
を
選
ん
で
詩
の
解
釈
を
示
す
。
そ
の
際
、
韓
嬰
は
、
詩
を
多
様
に
解
釈
す
る
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
具

体
的
事
例
と
し
て
物
語
を
引
用
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
黃
老
・
老

思
想
に
対
抗
し
、
王
へ
の
教
訓
と
天
子
の
規
範
を
示
す
こ
と
を
執
筆
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
一
四
）。

　
『
韓
詩
外
傳
』
は
、『
詩
經
』
邶
風 

柏
舟
に
つ
い
て
五
種
の
物
語
と
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
。
は
じ
め
に
、『
毛
詩
』
を
毛
序
と
共
に
掲

げ
た
後
、
五
つ
の
物
語
に
よ
る
詩
の
解
釈
を
検
討
し
て
い
こ
う
。

　
　
〈
毛
序
〉
仁
に
し
て
不
遇
な
る
を
言
ふ
な
り
。
衞
の
頃
公
の
時
、
仁
人 
不
遇
に
し
て
、
小
人 

側
に 

在
り
。

　
　

 

汎
た
る
彼
の
柏
舟
、
亦
た
汎
と
し
て
其
れ
流
る
。
耿
耿
と
し
て
寐
ね
ら
れ
ず
、
隱
憂
有
る
が
如
し
。
我 

酒
無
き
に

ず
、
以
て
敖

し
以
て
遊
ば
ん
。
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我
が
心 

鑒
に
匪
ず
、
以
て

る
可
か
ら
ず
。
亦
た
兄
弟
有
れ
ど
も
、
以
て
據
る
可
か
ら
ず
。

か
言こ

こ

に
往
き
て
愬う

つ
たふ

れ
ば
、
彼
の

怒
り
に
逢
ふ
。

　
　

 
我
が
心 

石
に
匪
ず
、
轉
ず
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
我
が
心 

席む
し
ろに

匪
ず
、
卷
く
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
威
儀 

棣
棣
と
し
て
、
選か

ぞ

ふ
可
か
ら

ざ
る
な
り
。

　
　

 

憂
心 

悄
悄
と
し
て
、
羣
小
に
慍い

か

ら
る
。
閔う

れ

ひ
に
覯あ

ふ
こ
と
旣
に
多
く
、
侮
を
受
く
る
こ
と
少
な
か
ら
ず
。
靜
か
に
言
に
之
を
思
ひ
、

寤さ

め
て
辟む

ね
うつ

こ
と
摽
た
る
有
り
。

　
　

日
居や

月
諸や

、
胡な

ん

ぞ
迭た

が

ひ
に
し
て

な
る
。
心
の
憂
ひ
、
澣あ

ら

は
ざ
る
衣
の
如
し
。
靜
か
に
言
に
之
を
思
ふ
も
、
奮
飛
す
る
能
は
ず
（
一
五
）。

　

こ
の
よ
う
に
毛
序
は
、「
柏
舟
」
を
衞
の
第
七
代
君
主
で
あ
る
頃
公
の
時
に
、
仁
人
が
不
遇
で
あ
り
、
君
側
の
小
人
に
阻
ま
れ
誹
ら
れ

る
こ
と
を
嘆
じ
た
詩
で
あ
る
、
と
す
る
。

玄
も
、「
不
遇
者と

は

、
君 

己
の
志
を
受
け
ざ
る
な
り
。
君
の
近
く
に
小
人
あ
ら
ば
、
則
ち
賢
者

も
、
侵
害
せ
ら
る
（
不
遇
者
、
君
不
受
己
之
志
也
。
君
近
小
人
、
則
賢
者
、
見
侵
害
）」
と
述
べ
、
毛
序
に
従
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
五
種
の
解
釈
を
残
す
『
韓
詩
外
傳
』
は
、
卷
一 

第
八

で
、
次
の
よ
う
な
物
語
に
よ
り
詩
を
解
釈
す
る
。 

　
　

 　

王
子
の
比
干
は
身
を
殺
し
て
以
て
其
の
忠
を
成
し
、
柳
下
惠
は
身
を
殺
し
て
以
て
其
の
信
を
成
し
、
伯
夷
・
叔
齊
は
身
を
殺
し

て
以
て
其
の
廉
を
成
す
。
此
の
三
子
は
、
皆 

天
下
の
通
士
な
る
も
、
豈
に
其
の
身
を
愛を

し
ま
ざ
る
や
。
夫
の
義
の
立
た
ず
、
名
の

顯
は
れ
ざ
る
を
爲
さ
ば
、
則
ち
士 

之
を
恥
づ
。
故
に
身
を
殺
し
て
以
て
其
の
行
を
遂と

ぐ
。
是
に
由
り
て
之
を

る
に
、
卑
賤
・

窮
は
、
士
の
恥
づ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
夫
れ
士
の
恥
づ
る
所
の
者
は
、
天
下 

忠
を
擧
ぐ
る
に
士 

與あ
づ
から

ず
、
信
を
擧
ぐ
る
に
士 

與
ら

ず
、
廉
を
擧
ぐ
る
に
士 

與
ら
ざ
る
な
り
。
三
者 

身
に
存
さ
ば
、
名 
世
に
傳
へ
、
日
月
と
與
に
並
に
息ひ

ろ

が
り
、
天
だ
に
殺
す
能
は
ず
、

地
だ
に
埋
む
る
能
は
ず
、

・
紂
の
世
に
當
た
る
も
、
之
れ
汚
す
能
は
ざ
る
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
生
を
惡に

く

み
て
死
を
樂
し
み
、
富
貴
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を
惡
み
て

賤
を
好
む
に
非
ざ
る
な
り
。
其
の
理
に
由
り
て
、
尊
貴 

己
に
及
ぶ
は
、
仕
へ
て
辭
せ
ざ
る
な
り
。
①
孔
子
曰
く
、「
富

に
し
て
求
む
可
く
ん
ば
、
執
鞭
の
士
と
雖
も
、
吾 

亦
た
之
を
爲
さ
ん
」
と
。
②
故
に
阨
窮
た
る
も
憫う

れ

へ
ず
、
勞
辱
た
る
も

し
か
ら

ず
。
然
る
後
に
能
く
致
す
こ
と
有
る
な
り
。

　
　

 　

詩
に
曰
く
、「
我
が
心 

石
に
匪あ

ら

ず
、
轉
ず
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
我
が
心 

席む
し
ろに

匪
ず
、
卷
く
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
此
れ
之
の
謂

な
り
（
一
六
）。

　

こ
の
よ
う
に
『
韓
詩
外
傳
』
卷
一 

第
八

は
、
殷
の
紂
王
を
諫
め
て
殺
さ
れ
た
比
干
、
孔
子
が
『
論
語
』
で
そ
の
賢
才
と
廉
直
を
称

え
た
柳
下
惠
、
周
の

王
の
放
伐
を
批
判
し
て
餓
死
し
た
伯
夷
・
叔
齊
の
物
語
を
掲
げ
た
上
で
、
①
『
論
語
』
述
而
篇
の
孔
子
の
言
葉
を

引
用
し
て
、
②
困
難
な
時
に
も
憂
え
ず
、
骨
を
お
り
辱
め
ら
れ
て
も
卑
し
い
と
は
し
な
い
、
士
と
し
て
の
節
義
を
守
る
こ
と
を
読
ん
だ
詩

で
あ
る
と
「
柏
舟
」
を
解
釈
す
る
。
ま
た
、
劉
向
の
『
說

』
立
節
篇
は
、『
韓
詩
外
傳
』
の
こ
の
物
語
と
詩
を
継
承
し
た
上
で
、「
己
を

失
は
ざ
る
を
言
ふ
な
り
。
能
く
己
を
失
は
ざ
れ
ば
、
然
る
後
に
與
に
難
を
濟
ふ
可
し
。
此
れ
士
君
子
の
衆
を
越
ゆ
る
所
以
な
り
（
言
不
失

己
也
。
能
不
失
己
、
然
後
可
與
濟
難
矣
。
此
士
君
子
之
所
以
越
衆
也
）」
と
述
べ
て
、
己
を
失
わ
な
い
こ
と
が
士
君
子
の
大
衆
よ
り
優
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
「
柏
舟
」
を
解
釈
し
て
お
り
、『
韓
詩
外
傳
』
に
近
い
。

　
『
韓
詩
外
傳
』
は
、
卷
一 

第
九

で
は
、
次
の
よ
う
な
物
語
で
「
柏
舟
」
を
解
釈
す
る
。

　
　

 　

原
憲 

魯
に
居
る
や
、
環
堵
の
室
、

く
に

萊
を
以
て
し
、

戶
の
甕
牖
、
桑
を
桷
に
し
て
樞
無
く
、
上
は
漏
れ
下
は
濕
る
も
、

匡
坐
し
て
絃

す
。
子
貢 

肥
馬
に
乘
り
、
輕
裘
の
紺
を
中
に
し
て
素
を
表
に
す
る
を
衣
る
。
軒 

巷
に
容
れ
ざ
れ
ば
、
而す

な
はち

往
き
て

之
を
見
る
。
原
憲 

楮
冠
黎
杖
し
て
門
に
應
じ
、
冠
を
正
せ
ば
則
ち
纓 
絕
ち
、
襟
を
振
れ
ば
則
ち
肘 

見
え
、
履
に
納
る
れ
ば
則
ち
踵 

決
す
。
子
貢
曰
く
、「
嘻
、
先
生 

何
ぞ
病
な
る
か
」
と
。
原
憲 

仰
ぎ
て
之
に
應
じ
て
曰
く
、「
憲 

之
を

く
、
財
無
し
、
之
を

と
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謂
ひ
、
學
び
て
行
ふ
能
は
ず
、
之
を
病
と
謂
ふ
と
。
憲
は

な
る
も
、
病
に
非
ざ
る
な
り
。

し
夫
れ
世
を
希
み
て
行
ひ
、
比
周
し

て
友
た
り
。
學
は
以
て
人
の
爲
に
し
、
敎
は
以
て
己
の
爲
に
し
、
仁
義
の

、
車
馬
の
飾
、
衣
裘
の

は
、
憲 

之
を
爲
す
に
忍
ば

ざ
る
な
り
」
と
。
子
貢 

逡
巡
し
、
面
に
慚
づ
る
色
有
り
、
辭
せ
ず
し
て
去
る
。

　
　

 　

原
憲 
乃
ち
徐
ろ
に
歩
く
に
杖
を
曵
き
、
商

を

ひ
て
反
る
。
聲 

天
地
に
淪い

り
、
金
石
よ
り
出
づ
る
が
如
し
。
天
子
も
得
て
臣

と
せ
ず
、
諸
侯
も
得
て
友
と
せ
ざ
る
な
り
。
故
に
身
を
養
ふ
者
は
家
を
忘
れ
、
志
を
養
ふ
者
は
身
を
忘
る
。
身 

且
つ
愛
せ
ざ
る
は
、

孰
れ
か
能
く
之
を
忝
づ
か
し
む
。

　
　
　

詩
に
曰
く
、「
我
が
心 
石
に
匪
ず
、
轉
ず
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
我
が
心 

席
に
匪
ず
、
卷
く
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
（
一
七
）。

　

こ
れ
は
、
注
（
一
四

）
所
掲
渡

論
文
で
論
じ
た
よ
う
に
、『

子
』
雜
篇 

讓
王
の
物
語
へ
の
反
論
で
あ
る
。『

子
』
は
、
世
に
顕
れ

て
栄
華
を
求
め
る
儒
者
の
代
表
と
し
て
の
子
貢
を
同
じ
く
儒
家
で
あ
り
な
が
ら
隠
逸
・
守

の
士
で
あ
る
原
憲
に
批
判
さ
せ
、
道
を
究
め

た
者
は
精
神
を
も
忘
れ
る
、
と
道
家
思
想
を
説
か
せ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
韓
詩
外
傳
』
は
、
清
ら
か
な
心
で
あ
れ
ば
、
天
子
の
臣
下

に
も
諸
侯
の
友
に
も
な
ら
ず
、
辱
め
ら
れ
な
い
と
儒
家
の
士
と
し
て
の
節
義
を
説
く
も
の
に
変
更
し
て
い
る
。
劉
向
も
『

序
』
節
士
篇

に
、
表
現
を
簡
潔
に
し
な
が
ら
こ
の
物
語
を
踏
襲
す
る
が
、「
柏
舟
」
を
儒
家
の
士
と
し
て
の
節
義
を
説
く
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
は
同

じ
で
あ
る
。

　
『
韓
詩
外
傳
』
は
、
卷
一 

第
十

で
は
、
次
の
よ
う
な
物
語
で
「
柏
舟
」
を
解
釈
す
る
。

　
　

 　

傳
に
曰
く
、「
所
謂
る
士
な
る
者
は
、
道
術
を
盡
く
は
備
ふ
能
は
ず
と
雖
も
、
必
ず
由
る
と
こ
ろ
有
る
な
り
。
美
を
盡
く
す
能
は

ず
と
雖
も
、
必
ず
處
る
と
こ
ろ
有
る
な
り
。
言
は
多
き
に
務
め
ず
、
行
ふ
所
に
審
ら
か
に
な
る
を
務
む
る
の
み
。
行 

旣す

已で

に
之
に

尊し
た
がひ

、
言 

旣
已
に
之
に
由
る
こ
と
は
、
肌
膚
・
性
命
の
易か

ふ
可
か
ら
ざ
る
が

き
な
り
」
と
。
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詩
に
曰
く
、「
我
が
心 

石
に
匪
ず
、
轉
ず
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
我
が
心 

席
に
匪
ず
、
卷
く
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
（
一
八
）。

　

こ
の
よ
う
に
『
韓
詩
外
傳
』
卷
一 

第
十

は
、
士
の
拠
り
所
と
し
て
行
、
士
の
居
る
所
と
し
て
言
を
挙
げ
、「
柏
舟
」
の
転
が
せ
な
い
、

丸
め
ら
れ
な
い
心
の
解
釈
と
す
る
。「
傳
」
と
し
て
踏
ま
え
る
『

子
』
哀
公
篇
は
、「
富
貴
は
以
て
益
す
る
に
足
ら
ず
、
卑
賤
は
以
て
損

す
る
に
足
ら
ず
（
富
貴
不
足
以
益
也
、
卑
賤
不
足
以
損
也
）」
と
述
べ
、
富
貴
・

賤
で
左
右
さ
れ
な
い
人
を
士
と
定
義
し
て
い
る
。『
韓

詩
外
傳
』
は
、『

子
』
の
結
論
部
分
を
と
り
、
言
葉
と
行
動
を
変
化
さ
せ
な
い
重
要
性
を
「
柏
舟
」
の
解
釈
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
韓
詩
外
傳
』
は
、
卷
一 
第
十
一

で
は
、
次
の
よ
う
な
物
語
で
「
柏
舟
」
を
解
釈
す
る
。

　
　

 　

傳
に
曰
く
、「
君
子 
其
の
身
を
潔
め
而
し
て
同
じ
者
は
焉
と
合
ひ
、
其
の
音
を
善
く
し
て
而
し
て
類
す
る
者
は
焉
に
應
ず
。
馬 

鳴

き
て
而
し
て
馬 

之
に
應
じ
、
牛 
鳴
き
て
而
し
て
牛 

之
に
應
ず
、
知
る
に
非
ざ
る
な
り
。
其
の
勢
と
し
て
然
り
。
故
に

た
に
沐
す

る
者
は
必
ず
冠
を
彈
き
、

た
に
浴
す
る
者
は
必
ず
衣
を
振
る
ふ
。
能
く
己
の
皭
皭
た
る
を
以
て
人
の
混
汙
然
を
容い

る
る
こ
と

し
」
と
。

　
　
　

詩
に
曰
く
、「
我
が
心 

鑑
に
匪
ら
ず
、
以
て

る
可
か
ら
ず
」
と
（
一
九
）。

　
『
韓
詩
外
傳
』
第
十
一

は
、「
柏
舟
」
の
「
以
て

る
可
か
ら
ず
」
を
自
分
が
清
ら
か
で
あ
る
の
に
、
他
人
の
汚
れ
を
容
認
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
解
釈
す
る
た
め
に
、「
勢
」
説
に
基
づ
き
同
類
感
応
説
を
述
べ
る
『

子
』
不

篇
を
「
傳
」
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
『

子
』
と
『
韓
詩
外
傳
』
は
、
同
様
の
「
柏
舟
」
の
解
釈
を
見
せ
て
い
る
。

　
『
韓
詩
外
傳
』
は
、
卷
一 

第
十
二

で
は
、
次
の
よ
う
な
物
語
で
「
柏
舟
」
を
解
釈
す
る
。

　
　

 　

 

陳
を
伐
ち
、
陳
の
西
門 

壞
る
。
因
り
て
其
の
降
民
に
之
を
脩
め
し
む
。
孔
子 

過
り
て
式し

ょ
くせ

ず
。
子
貢 

轡
を
執
り
て
問
ひ
て
曰

く
、「
禮
に
、
三
人
を
過
ぐ
れ
ば
則
ち
下
り
、
二
人
な
れ
ば
則
ち
式
す
と
。
今 
陳
の
門
を
脩
む
る
者 

衆お
ほ

し
。
夫
子 

式
を
爲
さ
ざ
る
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は
、
何
ぞ
や
」
と
。
孔
子
曰
く
、「
國 

亡
び
て
知
ら
ざ
る
は
、
不
智
な
り
。
知
り
て
爭
は
ざ
る
は
、
忠
に
非
ざ
る
な
り
。
亡
び
て
死

せ
ざ
る
は
、

に
非
ざ
る
な
り
。
門
を
脩
む
る
者
は
衆
し
と
雖
も
、
一
だ
に
此
を
行
ふ
能
は
ず
。
吾 

故
に
式
せ
ざ
る
な
り
」
と
。

　
　

 　

詩
に
曰
ふ
、「
憂
心 

悄
悄
と
し
て
、
羣
小
に
慍い

か

ら
る
」
と
。
小
人 

群
を
成
す
も
、
何
ぞ
禮
す
る
に
足
ら
ん
や
（
二
〇
）。

　
『
韓
詩
外
傳
』
卷
一 

第
十
二

は
、「
羣
小
に
慍
ら
る
」
と
い
う
「
柏
舟
」
の
詩
に
つ
い
て
、
小
人
た
ち
に
怒
ら
れ
れ
ば
、
小
人
に
禮

を
尽
く
す
必
要
は
な
い
、
と
解
釈
す
る
。『

子
』
宥
坐
篇
は
、「
柏
舟
」
の
同
一
箇
所
を
引
用
し
な
が
ら
、
孔
子
が
少
正
卯
を
誅
殺
し
た

物
語
を
附
し
、
小
人
は
誅
殺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
（
二
一
）。『

韓
詩
外
傳
』
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
書
が
物
語
に
よ
り
、
詩

を
自
由
に
、
言
い
換
え
れ
ば
斷

取
義
に
よ
り
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
韓
嬰
『
韓
詩
外
傳
』
卷
一
は
、「
柏
舟
」
の
詩
に
つ
い
て
、
第
八

で
は
、
義
が
立
ち
名
が
顕
れ
る
こ
と
に
、
士
と
し
て

の
節
義
（
具
体
的
に
は
忠
・
信
・
廉
）
は
あ
る
と
し
、
第
九
章
で
は
、
清
ら
か
な
心
で
あ
れ
ば
辱
め
ら
れ
な
い
と
、
士
の
節
義
を
説
く
。

ま
た
、『

子
』
を
「
傳
」
と
し
て
引
用
し
な
が
ら
、
第
十
章
で
は
、『

子
』
と
異
な
り
、
言
葉
と
行
動
を
変
化
さ
せ
な
い
重
要
性
か
ら

「
柏
舟
」
を
解
釈
し
、
第
十
一
章
で
は
、
自
分
が
清
ら
か
で
あ
る
の
に
、
他
人
の
汚
れ
を
容
認
で
き
な
い
と
、『

子
』
を
踏
襲
し
て
「
柏

舟
」
を
解
釈
す
る
。
第
十
二

も
、『

子
』
の
主
張
を
少
し
弱
め
て
「
柏
舟
」
を
小
人
に
禮
を
尽
く
す
必
要
は
な
い
、
と
解
釈
す
る
（
二
二
）。

　

前
漢
後
期
の
劉
向
は
、
物
語
に
よ
り
詩
の
一
部
分
を
自
由
に
解
釈
す
る
『
韓
詩
外
傳
』
と
同
様
、『
韓
詩
外
傳
』
第
八

を
『
說

』

立
節
篇
に
収
録
し
て
、
己
を
失
わ
な
い
こ
と
が
士
君
子
が
大
衆
よ
り
優
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
、
第
九

を
『

序
』
節
士
篇
に
収
録

し
て
、
清
ら
か
な
心
で
あ
れ
ば
辱
め
ら
れ
な
い
と
、
士
の
節
義
を
説
い
て
い
た
。
劉
向
は
、『
列
女
傳
』
卷
四 

貞
順
「
衞
寡
夫
人
」
で
は
、

次
の
よ
う
に
「
柏
舟
」
を
女
性
の
作
詩
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
二
三
）。

　
　

 　

夫
人
な
る
者
は
、
齊
侯
の
女
な
り
。
衞
に
嫁
ぎ
、
城
門
に
至
る
も
衞
君 
死
す
。
保

曰
く
、「
以
て
還
る
可
し
」
と
。
女 

聽
か
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ず
。
遂
に
入
り
、
三
年
の
喪
を
持
す
。

は
る
や
、
弟 

立
ち
請
ひ
て
曰
く
、「
衞
は
小
國
な
れ
ば
、
二
庖
を
容
れ
ず
。
願
は
く
は
庖

を
同
じ
く
す
る
を
請
ふ
」
と
。
夫
人
曰
く
、「
唯
だ
夫
婦
の
み
庖
を
同
じ
く
す
」
と
。
終
に
聽
か
ず
。
衞
君 

人
を
し
て
齊
の
兄
弟
に

愬う
っ
たへ

し
む
。
齊
の
兄
弟 

皆 

後
君
に
與
へ
ん
と
欲
す
。
人
を
し
て
女
に
吿
げ
し
む
る
も
、
女 

終
に
聽
か
ず
。
乃
ち
①
詩
を
作
り
て
曰

く
、「
②
我
が
心 

石
に
匪
ず
、
轉
ず
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
我
が
心 

席
に
匪
ず
、
卷
く
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
厄
窮
し
て
閔
へ
ず
、

勞
辱
し
て

く
せ
ず
。
然
る
後
に
能
く
自
ら
致
す
。
言
は
失
せ
ず
し
て
、
然
る
後
に
以
て
難
き
を
濟
す
可
き
な
り
。

　
　

 　

詩
に
曰
く
、「
威
儀 
棣
棣
た
り
、
選
ぶ
可
か
ら
ず
」
と
。
其
の
左
右
に
賢
臣
無
く
、
皆 

其
の
君
の
意
に
順
ふ
を
言
ふ
な
り
。
君
子 

其
の
貞
壹
た
る
を
美
と
す
。
故
に
擧
げ
て
之
を
詩
に
列
す
る
な
り
（
二
四
）。

　

齊
侯
の
娘
で
あ
る
衞
寡
夫
人
は
、
衞
君
と
婚
約
し
て
い
た
が
、
嫁
ぐ
前
に
衞
君
は
死
亡
し
た
。
保
母
が
止
め
る
の
も
聞
か
ず
、
衞
寡
夫

人
は
死
ん
だ
衞
の
家
に
嫁
い
だ
。
三
年
の
喪
が
明
け
、
衞
君
の
弟
か
ら
、
さ
ら
に
実
家
の
兄
弟
か
ら
も
後
宮
に
入
る
よ
う
言
わ
れ
た
が
拒

否
し
た
。
そ
し
て
、
①
「
詩
を
作
」
り
、
②
「
我
が
心 

石
に
匪
ず
、
轉
ず
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
我
が
心 

席
に
匪
ず
、
卷
く
可
か
ら
ざ
る

な
り
」
と
詠
ん
だ
と
い
う
。
劉
向
の
『
列
女
傳
』
に
よ
れ
ば
、「
柏
舟
」
の
詩
を
作
っ
た
者
は
、
衞
寡
夫
人
で
あ
る
。
前
漢
末
の
大
儒
劉

向
の
影
響
力
は
強
く
、
朱
熹
の
『
詩
集
傳
』
は
、「
柏
舟
」
の
作
者
を
衞
寡
夫
人
と
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
も
、
子

の
作
と
伝
わ
る
も
の
の
、
後
漢
の
衞
宏
の
作
と
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
毛
序
も
（
二
五
）、

後
漢
末
の
大
儒

玄
も
、「
柏
舟
」

を
衞
の
第
七
代
君
主
で
あ
る
頃
公
の
時
に
、
仁
人
が
不
遇
で
あ
り
、
君
側
の
小
人
に
阻
ま
れ
誹
ら
れ
る
こ
と
を
嘆
じ
た
詩
で
あ
る
、
と
主

張
す
る
。
こ
う
し
た
多
様
な
解
釈
の
並
存
は
、
詩
の
本
来
的
な
用
い
方
が
「
斷

取
義
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
。
そ
し
て
、
劉
向
の

詩
の
扱
い
方
が
「
斷

取
義
」
で
あ
れ
ば
、『
列
女
傳
』
で
の
主
張
は
、『
列
女
傳
』
限
り
の
解
釈
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

― 15 ― 

『
詩
經
』
解
釈
の
展
開
と
斷

取
義



　
　
　
　
　
　
　
　

三
、
朝

の
共
通
言
語

　

儒
家
の
祖
で
あ
る
孔
子
は
、
詩
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
『
論
語
』
に
伝
え
ら
れ
る
。

　
　

 

子
曰
く
、「
小
子 

何
ぞ
夫か

の
詩
を
學
ぶ
こ
と

き
。
詩
は
以
て
興き

ょ
うす

可
く
、
以
て

る
可
く
、
以
て
羣
す
可
く
、
以
て
怨そ

し

る
可
し
。

之
を
邇ち

か

く
し
て
は

に
事
へ
、
之
を
遠
く
し
て
は
君
に
事
へ
、
多
く
鳥
獸

木
の
名
を

る
」
と
（
二
六
）。

　

こ
の
よ
う
に
孔
子
は
、
詩
の
効
用
に
つ
い
て
、
詩
は
譬
え
ら
れ
、
世
俗
の
盛
衰
を
見
ら
れ
、
集
ま
り
切
磋
琢
磨
で
き
、
政
治
を
風
刺
で

き
る
。
父
に
仕
え
、
君
主
に
仕
え
、
鳥
獣
草
木
の
名
前
も
知
れ
る
、
と
述
べ
た
と
い
う
。
ま
た
、『
論
語
』
に
お
い
て
孔
子
は
、
そ
う
し

た
譬
え
や
言
葉
の
典
拠
と
し
て
詩
を
斷

取
義
で
用
い
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
勧
め
て
い
る
。

　
　

 

子

 

問
ひ
て
曰
く
、「「
巧
笑

た
り
、
美
目

た
り
、
素 

以
て
絢
を
爲
す
」
と
は
、
何
の
謂
ひ
ぞ
や
」
と
。
子
曰
く
、「
繪
の
事
は

素
を
後
に
す
」
と
。
曰
く
、「
禮
は
後
か
」
と
。
子
曰
く
、「
予わ

れ

を
起
こ
す
者
は
商
な
り
。
始
め
て
與
に
詩
を
言
ふ
可
き
の
み
」
と
（
二
七
）。

　

子

が
、『
詩
經
』
衞
風 

碩
人
の
詩
の
意
味
を
尋
ね
る
と
、
孔
子
は
今
で
は
失
わ
れ
て
い
る
第
三
句
目
を
「
絵
の
作
業
は
白
を
最
後
に

塗
る
」
と
説
明
し
た
。
す
る
と
子

は
、
禮
は
最
後
の
仕
上
げ
と
す
る
譬
え
で
あ
る
と
詩
の
用
法
を
理
解
す
る
。
孔
子
は
、
詩
を
譬
え
と

し
て
理
解
で
き
た
子

に
、
共
に
詩
を
語
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
高
く
評
価
し
た
、
と
『
論
語
』
は
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
論
語
』
に
描
か
れ
た
孔
子
は
、『
詩
經
』
全
体
の
意
味
を
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、『
詩
經
』
衞
風 

碩
人
の
一
部
を
斷

取
義
で
用
い
、
禮
を
最
後
と
す
る
譬
え
と
し
て
い
る
。『
論
語
』
に
お
い
て
『
詩
經
』
は
、
知
識
人
が
共
通
に
持
つ
べ
き
典
拠
と
し
て
、

斷

取
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
（
二
八
）。

　
『
詩
經
』
を
斷

取
義
で
用
い
る
こ
と
は
、『
孟
子
』
も
同
じ
で
あ
る
。
孟
子
は
、
犠
牲
の
牛
を
哀
れ
み
羊
を
使
っ
た
た
め
に
、
民
草
に
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物
惜
し
み
を
批
判
さ
れ
た
齊
の
宣
王
に
、
そ
れ
を
「
仁
」
で
あ
る
と
肯
定
す
る
。
宣
王
は
喜
ん
で
、
次
の
よ
う
に
孟
子
に
述
べ
た
と
い

う
。

　
　

王 
說よ

ろ
こび

て
曰
く
、「
詩
に
云
ふ
、「
他
人 

心
有
り
、
予 

之
を
忖

す
」
と
。
夫
子
の
謂
な
り
（
二
九
）。

　

宣
王
は
、『
詩
經
』
小
雅 

巧
言
か
ら
、「
他
人
の
抱
い
て
い
る
気
持
ち
は
、
わ
た
し
は
こ
れ
を
忖
度
す
る
」
と
い
う
言
葉
を
引
い
て
、

そ
れ
が
「
夫
子
」
す
な
わ
ち
孟
子
の
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
、
孟
子
が
自
分
の
行
為
を
尊
重
し
た
こ
と
に
感
謝
す
る
。『
詩
經
』
小
雅 

巧
言

は
、
毛
序
に
よ
れ
ば
、
幽
王
を
刺
り
、
大
夫
が
讒
言
を
傷
ん
で
作
っ
た
詩
と
さ
れ
、

箋
は
「
忖
度
」
を
讒
人
の
心
を
忖
度
す
る
と
解
釈

す
る
。
む
ろ
ん
、
韓
詩
の
全
体
の
意
味
が
、
毛
詩
と
同
じ
と
は
限
ら
な
い
が
、
巧
言
の
詩
全
体
を
読
む
と
、
こ
こ
で
の
詩
の
用
い
方
は
斷

取
義
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
二
で
検
討
し
た
「
柏
舟
」
に
つ
い
て
、『
孟
子
』
は
、
貉
稽
と
い
う
者
が
人
か
ら
悪
く
言
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
孟
子
が
心

配
な
い
と
答
え
る
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
。

　
　

 

孟
子
曰
く
、「
傷
む
こ
と
無
か
れ
。
士
は
憎

に
多
口
な
り
。
詩
に
云
ふ
、「
憂
心 

悄
悄
た
り
、
羣
小
に
慍い

か

ら
る
」
と
は
、
孔
子

な
り
。「
肆つ

ひ

に
厥
の
慍
を
殄た

た
ず
、
亦
た
厥
の
問
を
隕お

と

さ
ず
」
と
は
、
文
王
な
り
」
と
（
三
〇
）。

　

こ
の
よ
う
に
『
孟
子
』
は
、『
詩
經
』
邶
風 

柏
舟
の
「
悄
々
と
し
て
心
を
憂
え
る
の
は
、
小
人
に
誹
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
二

句
を
孔
子
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
孔
子
で
あ
っ
て
も
悪
口
を
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
傷
む
こ
と
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
も
、『
孟
子
』
は
、『
詩
經
』
を
斷

取
義
で
用
い
て
い
る
（
三
一
）。

　
『
詩
經
』
を
斷

取
義
で
用
い
る
の
は
、『
論
語
』
や
『
孟
子
』
だ
け
で
は
な
い
。『
春
秋
』
で
は
、
会
盟
な
ど
で
引
用
す
る
詩
は
、
斷

取
義
が
多
か
っ
た
（
三
二
）。「

柏
舟
」
を
『
列
女
傳
』
で
は
衞
寡
夫
人
の
詩
と
主
張
す
る
劉
向
も
、『
漢
書
』
に
残
る
封
事
の
中
で
は
、
次
の
よ
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う
に
「
柏
舟
」
を
斷

取
義
で
用
い
て
い
る
。

　
　

 
孔
子
は
季
・
孟
偕
と
與
に
魯
に
仕
へ
、
李
斯
は
叔
孫
と
俱
に
秦
に
宦
た
り
。
定
公
・
始
皇
は
季
・
孟
・
李
斯
を
賢
と
し
て
孔
子
・
叔

孫
を
消も

ち
ひず

。
故
に
以
て
大
い
に
亂
れ
、
汚
辱
は
今
に
至
る
。
故
に
治
亂
・
榮
辱
の
端
は
、
信
任
す
る
所
に
在
り
。
信
任
せ
し
も
の
旣

に
賢
な
れ
ば
、
堅
固
に
し
て
移
さ
ざ
る
に
在
り
。
詩
に
云
ふ
、「
我
が
心 

石
に
匪
ず
、
轉
ず
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
は
、
善
を
守
る

に
篤
き
を
言
ふ
な
り
（
三
三
）。

　

こ
の
よ
う
に
劉
向
は
、『
詩
經
』
邶
風 

柏
舟
を
君
主
が
信
任
す
る
人
物
が
賢
人
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
堅
固
に
守
っ
て
心
を
他
に
移
さ
な

い
根
拠
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
自
ら
編
纂
し
た
『
列
女
傳
』
で
は
、
衞
寡
夫
人
の
作
で
あ
る
と
し
た
「
柏
舟
」
と
い
う
詩
の
全
体
の
意

味
を
踏
ま
え
る
こ
と
な
く
、「
わ
た
し
の
心
は
石
で
は
な
い
か
ら
、
転
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
二
句
だ
け
を
斷

取
義
で
用
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

箋
が
「
柏
舟
」
を
女
性
の
作
と
考
え
な
い
理
由
は
、
こ
こ
に
あ
ろ
う
。『
列
女
傳
』
は
、『
列
女
傳
』
の
物
語
に
対

し
て
斷

取
義
で
詩
を
引
用
し
、
作
者
を
衞
寡
夫
人
と
設
定
し
て
い
る
、
と
考
え
得
る
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
劉
向
の
封
事
に
は
、
長
文
の
た
め
引
用
を
控
え
る
が
、
①
周

 

清
廟
・
②
周

 

雝
・
③
周

頌 

執
競
・
④
周

 

思
文
・
⑤
小

雅 

角
弓
・
⑥
小
雅 

小
旻
・
⑦
小
雅 

十
月
之
交
・
⑧
小
雅 
正
月
・
⑨
小
雅 

角
弓
・
⑩
邶
風 

柏
舟
と
い
う
十
種
の
『
詩
經
』
が
引
用
さ
れ
、

『
詩
經
』
を
修
め
て
い
な
け
れ
ば
、
封
事
の
内
容
を
理
解
で
き
な
い
。
封
事
に
は
さ
ら
に
、『
詩
經
』
以
外
に
も
『
尙
書
』・『
周
易
』・『
論

語
』
が
引
用
さ
れ
る
が
、
斷

取
義
の
可
能
な
『
詩
經
』
が
、
最
も
文
章
の
文
脈
を
崩
さ
ず
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
儒
者
は
、
こ
の
よ
う

に
『
詩
經
』
な
ど
の
儒
敎
經
典
を
朝

の
共
通
言
語
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
斷

取
義
は
、
そ
れ
に
適
応
し
た
『
詩
經
』
の

解
釈
で
あ
っ
た
。

　

後
漢
「
儒
敎
國
家
」
で
は
、
經
典
を
共
通
言
語
と
す
る
上
奏
文
は
、
当
然
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
（
三
四
）。

そ
れ
で
は
、

玄
が
後
漢
で
朝

の
共
通
言
語
の
背
景
と
し
て
斷

取
義
に
よ
り
用
い
ら
れ
た
今
文
三
家
詩
を
取
ら
ず
に
、
毛
詩
に
箋
を
付
け
た
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
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か
。

　
　
　
　
　
　
　
　

四
、

箋
に
よ
る
解
釈
の
一
義
化

　

玄
は
、『
毛
詩
箋
』
を
執
筆
し
た
意
図
を
「
毛
詩
譜
」
に
述
べ
て
い
る
。
現
行
の
「
毛
詩
譜
」
は
、
序
文
で
あ
る
「
詩
賦
序
」
と
十

六
の
「
譜
」
か
ら
な
り
、
各
譜
は
「
譜
說
」
と
「
譜
圖
」
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
（
三
五
）。

堀
池
信
夫
に
よ
れ
ば
、「
譜
說
」
は
『
毛
詩
』
の
詩
篇

の
配
列
に
即
し
な
が
ら
、
各
「
譜
」
に
配
当
さ
れ
る
詩
篇
の
淵
源
、
歴
史
的
（
時
間
的
）
地
理
的
（
空
間
的
）
構
成
を
明
ら
か
に
し
、

「
譜
圖
」
は
そ
れ
を
一
覧
表
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
（
三
六
）。

　

池
田
秀
三
に
よ
れ
ば
、

玄
が
三
家
詩
を
捨
て
毛
傳
に

箋
を
つ
け
た
理
由
は
、
第
一
に
、「
詩
序
」
を
著
し
た
子

を
媒
介
と
す
る

こ
と
に
よ
り
、『
詩
經
』
と
『
儀
禮
』
を
一
体
に
捉
え
、
禮
を
以
て
詩
を
説
き
得
た
こ
と
、
第
二
に
、
子

の
「
詩
序
」
が
孔
子
の
『
詩

經
』
編
纂
の
意
図
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
（
三
七
）。

た
だ
し

玄
は
、『
六
藝
論
』
で
、
毛
詩
を
「
宗
」
と
す
る
際
の

条
件
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

詩
に
注
す
る
に
毛
を
宗
と
す
る
を
主
と
爲
す
。
毛
義 
し
隱
略
な
れ
ば
、
則
ち
更
め
て
表
明
す
。
如
し
同
じ
か
ら
ざ
る
有
れ
ば
、

卽
ち
己
が
意
を
下
し
、

別
す
可
か
ら
し
む
る
な
り
と
（
三
八
）。

　

玄
は
、
毛
傳
を
敷
衍
し
な
が
ら
も
、
毛
傳
に
誤
り
が
あ
れ
ば
自
分
の
意
に
基
づ
き
毛
義
と
は
別
の
解
釈
を
下
す
こ
と
を
宣
言
し
て
い

る
（
三
九
）。

そ
し
て

玄
は
、『
六
藝
論
』
で
は
、
詩
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
詩
が
「
美
刺
」
を
中
心
と
す
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

詩
な
る
者
は
、
①
諷
諭
の
聲
を
弦

す
る
な
り
。
書
契
の
興
る
よ
り
朴
略
に
し
て
質
を
尙
び
、
面
稱
し
て
諂
を
爲
さ
ず
、
目
諫
し
て
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謗
を
爲
さ
ず
、
君
臣
の
接
は
朋
友
の
如
く
然
り
、
懇
誠
に
在
る
の
み
。
斯
道 

稍
く

へ
、
姦
僞 

以
て
生
じ
、
上
下 

相 

犯
す
。
②
其

の
制
禮
に
及
ぶ
や
、
君
を
尊
び
臣
を
卑
み
、
君
道
は
剛
嚴
に
し
て
、
臣
道
は
柔
順
た
り
。
是
に
於
て
箴
諫
す
る
者 

希
に
し
て
、
情

志 
通
ぜ
ず
。
故
に
詩
を
作
る
者
、
③
以
て
其
の
美
を
誦
ひ
、
而も

っ

て
其
の
過
を
譏
る
（
四
〇
）。

　

玄
は
、
周
公
の
②
「
制
禮
」
に
よ
り
君
臣
関
係
が
厳
格
化
し
た
こ
と
で
、「
箴
諫
す
る
者
」
が
少
な
く
な
る
中
で
、
君
主
の
政
治
に

つ
い
て
③
「
其
の
美
を
誦
ひ
、
其
の
過
を
譏
」
る
①
「
諷
諭
の
聲
を
弦

」
し
た
も
の
が
詩
で
あ
る
、
と
認
識
す
る
。
詩
の
「
美
刺
」
を

重
視
す
る

玄
に
と
っ
て
、
詩
の
多
く
を
君
主
へ
の
「
美
刺
」
と
捉
え
る
毛
序
を
持
つ
『
毛
詩
』
は
、
三
家
詩
を
捨
て
て
採
る
に
足
る

『
詩
經
』
で
あ
っ
た
。

　

玄
の
「
毛
詩
譜
」
は
、「
上
皇
の
世
」
に
は
詩
が
無
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
詩
の
起
源
を
『
尙
書
』
の
「
詩
言
志
」
に

求
め
る
。

　
　

 

詩
の
興
る
や
、
諒ま

こ
とに

上
皇
の
世
に
於
て
せ
ず
。
大

・
軒

よ
り
高
辛
に
逮
ぶ
ま
で
、
其
の
時
の
有
亡
、
載
籍
も
亦
た
云
ふ
こ
と

し
。
虞
書
に
曰
く
、「
詩
は
志
を
言
ひ
、

は
言
を
永
く
す
。
聲
は
永
に
依
り
、
律
は
聲
に
和
す
」
と
。
然
ら
ば
則
ち
、
詩
の
道
は

此
れ
に
放は

じ

ま
る
な
り
（
四
一
）。

　

引
用
さ
れ
る
『
尙
書
』
虞
書 

典
に
よ
れ
ば
、
詩
と
は
志
の
発
露
で
あ
る
と
い
う
。

玄
が
詩
の
始
ま
り
を
志
を
言
う
こ
と
に
求
め

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
毛
詩
大
序
」
の
詩
の
起
源
論
と
同
じ
に
な
る
。「
毛
詩
大
序
」
は
、
詩
の
始
ま
り
と
史
官
の
採
詩
を
次
の
よ

う
に
説
明
す
る
。

　
　

 

詩
な
る
者
は
志
の
之ゆ

く
所
な
り
。
心
に
在
る
を
志
と
爲
し
、
言
に
發
す
る
を
詩
と
爲
す
。
…
…
國
史
は
得
失
の
迹
に
明
ら
か
な
れ

ば
、
人
倫
の
廢
る
る
を
傷
み
、
刑
政
の

き
を
哀
れ
み
、
情
性
を
吟
詠
し
て
、
以
て
其
の
上
を
風
す
（
四
二
）。

　
「
毛
詩
大
序
」
も
、
詩
と
い
う
も
の
は
、
志
の
発
露
で
あ
る
。
心
に
あ
る
と
き
は
志
で
あ
る
も
の
が
、
言
葉
に
な
っ
て
発
せ
ら
れ
る
と
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詩
と
な
る
、
と
い
う
。

玄
の
引
用
す
る
『
尙
書
』
の
「
詩
言
志
」
で
あ
る
。

玄
が
『
毛
詩
』
を
選
ん
だ
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
詩

が
志
の
表
現
で
あ
る
な
ら
ば
、
施
政
者
は
詩
を
集
め
る
こ
と
で
、
民
の
思
い
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
史
官
は
、
国
家
の
統
治
に
資
す
る

た
め
に
詩
を
集
め
る
。
そ
し
て
、
政
治
の
混
乱
を
嘆
く
民
の
「
情
性
」
を
吟
詠
し
て
、
君
主
や
施
政
者
を
風
刺
す
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
。

　

そ
れ
で
は

玄
の
「
毛
詩
譜
」
は
、
ど
の
よ
う
に
『
詩
經
』
が
成
立
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　

 

文
・

の
德
、
前
緖
を
光
熙
し
て
、
以
て
大
命
を
厥
の
身
に
集
め
、
遂
に
天
下
の

と
爲
り
、
民
を
し
て
政
有
り
居
有
ら
し
む
。

其
の
時
、
詩
は
①
風
に
周
南
・
召
南
有
り
、
②
雅
に
鹿
鳴
・
文
王
の
屬
有
り
。
成
王
・
周
公 

大
平
を
致
す
に
及
び
、
制
禮
作
樂
し
て

③

聲 

興
る
有
り
。

の
至
り
な
り
。
之
れ
此
の
風
雅
に
由
り
て
來
た
り
。
故
に
皆 

之
を
錄
し
て
、
之
を
④
詩
の
正
經
と
謂
ふ
（
四
三
）。

　

玄
は
、
周
の
文
王
・

王
が
天
下
の
父
母
と
な
る
こ
と
で
、
①
國
風
で
は
「
周
南
」・「
召
南
」、
②
雅
で
は
「
鹿
鳴
」（
小
雅
）・「
文

王
」（
大
雅
）
が
生
ま
れ
、
成
王
・
周
公
が
制
禮
作
樂
し
て
③
「

」
が
生
ま
れ
た
と
し
、
こ
れ
ら
を
④
「
詩
の
正
經
」
と
呼
ぶ
。「
詩
の

正
經
」
は
、「
美
」
め
称
え
る
詩
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
や
が
て
周
の
衰
退
に
よ
り
、
詩
も
ま
た
次
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
。

　
　

 

後
王 

稍
く
更
に
陵
遲
し
、
懿
王 

始
め
て
譖そ

し
りを

受
け
、
齊
の
哀
公
を
亨に

る
。
夷 

身
ら
禮
を
失
ふ
の
後
、
邶
は
賢
を
尊
ば
ず
。
是
れ
よ

り
而
下
、
厲
や
幽
や
、
政
敎 

尤
も

へ
、
周
室 

大
い
に
壞
る
。
①
十
月
の
交
・
民
勞
・
板
・

、
勃
爾
と
し
て
俱
に
作
こ
り
、
衆

國 

紛
然
と
し
て
刺
怨 

相 

尋つ

ぐ
。
五
霸
の
末
、
上
に
天
子
無
く
、
下
に
方
伯
無
し
。
善
者
は
誰
を
か
賞
せ
ん
、
惡
者
は
誰
を
か
罰
せ

ん
。
紀
綱 

絕
ゆ
。
故
に
孔
子 

懿
王
・
夷
王
の
時
の
詩
を
錄
し
て
、
陳
の
靈
公
の
淫
亂
の
事
に
訖
は
り
、
之
を
②
變
風
・
変
雅
と
謂

ふ
（
四
四
）。
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周
は
懿
王
・
夷
王
よ
り
衰
退
し
、
厲
王
・
幽
王
の
と
き
に
壊
れ
、
①
「
十
月
の
交
」・「
民
勞
」・「
板
」・「

」
と
い
っ
た
「
刺
」
り

「
怨
」
む
詩
が
多
く
起
こ
っ
た
。
孔
子
が
選
定
し
た
こ
の
時
期
の
詩
を
②
「
變
風
・
變
雅
」
と
い
う
。

玄
は
「
毛
詩
譜
」
に
お
い
て
、

歴
史
を
軸
と
し
て
『
詩
經
』
に
収
録
さ
れ
た
詩
を
体
系
化
し
て
い
る
。
体
系
化
こ
そ

玄
學
最
大
の
特
徴
で
あ
っ
た
（
四
五
）。

　

そ
れ
で
は
、

玄
は
、
な
ぜ
孔
子
が
詩
を
編
纂
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

玄
自
身
は
な
ぜ
「
毛
詩
譜
」
を
編
纂
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　

 

以
爲
へ
ら
く
、
民
を
勤う

れ

ひ
功
を
恤
み
、
昭
ら
か
に
上
帝
に
事
ふ
れ
ば
、
則
ち

聲
を
受
け
て
弘
福 

彼
の
如
し
。

し
違
ひ
て
用
ひ

ざ
れ
ば
、
則
ち
劫
殺
を
被
り
て
大
禍 

此
の
如
し
。
吉
凶
の
由
る
所
、
憂
娛
の

漸
、
昭
昭
と
し
て
斯
に
在
り
。
①
後
王
の
鑒
と
作
す

に
足
り
る
こ
と
、
是
に
於
て
止
ま
る
。
夷
・
厲
よ
り
已
上
は
、
歲
數 

明
ら
か
な
ら
ず
。
大
史
の
年
表
、
共
和
よ
り
始
ま
り
、
宣
・

幽
・
平
王
を
歷
て
春
秋
の
次
第
を
得
れ
ば
、
以
て
斯
の
譜
を
立
つ
。
②
源
流
・
淸
濁
の
處
る
所
を
知
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
其
の

上
下
に
循
ひ
て
之
を
省
み
る
。
風
化
・

臭
・
氣
澤
の
及
ぶ
所
を
知
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
傍
行
し
て
之
を

る
。
此
れ
詩
の
大

綱
な
り
（
四
六
）。

　

玄
は
、
孔
子
が
詩
を
編
纂
し
た
の
は
、『
詩
經
』
の
「
美
刺
」
を
採
り
、
民
を
統
治
し
て
上
帝
に
仕
え
れ
ば
①
「
後
王
の
鑒
」
と
で

き
る
、
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
自
ら
の
「
毛
詩
譜
」
に
よ
り
、
詩
の
②
「
源
」（
根
源
）
と
「
流
」（
展
開
）
を
知

り
、
そ
の
時
々
の
政
治
の
「
淸
濁
」（
善
悪
）
を
「
上
下
」（
歴
史
の
流
れ
）
に
従
っ
て
時
間
軸
の
中
で
捉
え
、
詩
に
表
現
さ
れ
る
「
風

化
」（
教
化
）
や
「

臭
」（
善
悪
）
や
「
氣
澤
」（
民
へ
の
教
化
具
合
）
を
「
傍
行
」（
同
時
代
の
横
の
関
係
）
と
し
て
把
握
で
き
る
、
と

い
う
。
こ
れ
が

玄
の
『
毛
詩
箋
』
の
執
筆
目
的
で
あ
る
。「
毛
詩
譜
」
は
、『
詩
經
』
を
時
間
や
地
域
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、

玄
學

の
特
徴
と
な
る
体
系
的
な
把
握
、
理
に
基
づ
く
解
釈
を
試
み
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
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こ
う
し
た
目
的
で
『
詩
經
』
を
選
択
し
た
時
に
、
次
の
よ
う
に
國
風
・
小
雅
・
大
雅
・

の
違
い
を
説
明
す
る
「
大
序
」
を
持
つ
『
毛

詩
』
は
、

玄
に
と
っ
て
魅
力
的
で
あ
っ
た
。

　
　

 

是
を
以
て
一
國
の
事
は
、
一
人
の
本
に
繫
る
、
之
を
風
と
謂
ふ
。
天
下
の
事
を
言
ひ
、
四
方
の
風
を
形あ

ら

は
す
、
之
を
雅
と
謂
ふ
。
雅

な
る
者
は
正
な
り
。
王
政
の
廢
興
す
る
所
由
を
言
ふ
な
り
。
政
に
小
大
有
り
、
故
に
小
雅
有
り
、
大
雅
有
り
。

な
る
者
は

德
の

形
容
を
美ほ

め
、
其
の
成
功
を
以
て
、
神
明
に
吿
ぐ
る
者
な
り
。
是
を
四
始
と
謂
ふ
。
詩
の
至
り
な
り
（
四
七
）。

　
「
毛
詩
大
序
」
は
、『
詩
經
』
を
説
明
す
る
中
で
、
國
風
に
つ
い
て
、「
一
國
の
事
は
、
一
人
の
本
に
繫
る
、
之
を
風
と
謂
ふ
」
と
い
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
、

玄
は
、
張
逸
の
問
い
に
答
え
て
、「
一
國
」
と
「
一
人
」
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　

 

①
詩
を
作
る
者
は
一
人
な
る
の
み
。
其
の
義
を
取
る
者
は
、
一
國
の
事
な
り
。
變
雅
は
則
ち
王
政
の
得
失
を
譏
り
、
風
俗
の

へ
た

る
を
閔い

た

む
。
憂
ふ
る
所
の
者
は
、
一
人
の
本
身
よ
り
廣
發
す
。
此
の
言
の
如
く
、
風
・
雅
の
作
は
、
皆 

是
れ
一
人
の
言
な
る
の
み
。

一
人 

美
む
れ
ば
則
ち
一
國 

皆 

之
を
美
め
、
一
人 

刺
れ
ば
則
ち
天
下 

皆 

之
を
刺
る
。
谷
風
の
黃
鳥
の
妻
は
其
の
夫
を
怨
む
も
、
未

だ
必
ず
し
も
一
國
の
妻
は
皆 

夫
を
怨
ま
ず
。
北
門
の
北
山
の
下
は
其
の
上
を
怨
む
も
、
未
だ
必
ず
し
も
一
朝
の
臣
は
皆 

上
を
怨
ま

ず
。
但
だ
其
の
夫
婦
の
離
絕
を
擧
ぐ
れ
ば
、
則
ち
風
俗
の
敗
を
知
る
。
己 

獨
り
事
に
勞
從
す
る
を
言
は
ば
、
則
ち
政
敎
の
偏
を
知

る
。
②
衆
の
意
を
取
ら
ざ
る
は

し
（
四
八
）。

　

玄
は
、
①
詩
は
一
人
の
作
で
あ
る
、
と
い
う
。
た
だ
し
、
詩
に
読
ま
れ
た
一
人
の
心
情
は
、
②
「
衆
の
意
」
を
集
め
た
一
国
の
心
情

で
あ
り
、
一
国
の
諸
侯
が
政
治
を
風
化
し
た
結
果
と
し
て
の
表
現
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
「
國
風
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
、「
雅
」

の
中
で
も
變
雅
は
「
風
」
に
近
く
、
こ
れ
も
一
人
の
作
で
あ
る
、
と

玄
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
続
く
部
分
で
、

玄
は
、
大
雅

は
国
家
の
正
し
い
あ
り
方
を
褒
め
た
詩
で
あ
り
、

は
天
子
の
功
業
を
詠
っ
て
神
明
に
報
告
す
る
も
の
と
考
え
る
の
で
、
こ
れ
ら
は
一
人
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の
作
と
限
定
は
で
き
な
い
。

　

そ
れ
で
も
、
國
風
・
小
雅
の
詩
が
一
人
の
作
品
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
一
国
の
心
情
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
人
の
作
品
を

様
々
な
意
味
で
は
解
釈
で
き
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
斷

取
義
に
よ
る
詩
の
解
釈
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て

玄
は
、
先
に

著
し
て
い
た
「
三
禮
」
の
注
で
は
、
詩
を
従
来
の
と
お
り
斷

取
義
で
用
い
て
い
た
が
、『
毛
詩
』
に
付
け
た

箋
で
は
、
詩
を
一
人
の

作
と
し
て
、
詩
全
体
の
解
釈
を
一
つ
に
固
定
す
る
の
で
あ
る
。

　

玄
は
、「
毛
序
」
に
よ
る
詩
の
統
一
的
な
解
釈
に
惹
か
れ
る
一
方
で
、
詩
が
多
用
性
を
持
ち
な
が
ら
解
釈
さ
れ
て
き
た
雑
駁
さ
を
嫌

っ
て
三
家
詩
を
退
け
、『
毛
詩
』
に

箋
を
附
す
と
共
に
、「
毛
詩
譜
」
を
著
し
て
詩
の
体
系
的
な
解
釈
を
示
し
た
。「
毛
傳

箋
」
に
よ

る
統
一
的
な
解
釈
の
成
立
が
、
六
朝
期
の
注
疏
に
よ
る

玄
注
の
「
斷

取
義
」
批
判
の
原
因
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
斷

取
義
」
へ
の
批
判
を
推
進
し
た
の
は
、
後
漢
の

安
年
間
か
ら
六
朝
に
か
け
て
の
「
文
學
」
の
展
開
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

五
、
詩
言
志
か
ら
詩
緣
情
へ

　

三
國
曹
魏
の
基
礎
を
築
い
た
曹
操
は
、「
聖
漢
の
大
一
統
」
を
護
持
す
る
儒
敎
の
価
値
を
相
対
化
す
る
た
め
に
「
文
學
」
を
宣
揚
し
、

人
事
基
準
に
据
え
よ
う
と
し
た
（
四
九
）。

曹
操
の
樂
府
は
、『
尙
書
』
に
依
拠
す
る
「
言
志
」
の
文
學
で
あ
っ
た
。『
樂
府
詩
集
』
卷
三
十
六
に
収

め
る
曹
操
「
秋
胡
行
」
に
は
、「

ひ
て
以
て
志
を
言
は
ん
、
晨
に
散
關
山
に
上
る
（

以
言
志
、
晨
上
散
關
山
）」
と
あ
り
、『
樂
府
詩

集
』
卷
三
十
七
に
収
め
る
曹
操
「
步
出

門
行
」
に
も
、「
幸
ひ
甚
し
く
し
て
至
れ
る
哉
、

ひ
て
以
て
志
を
詠
は
ん
（
幸
甚
至
哉  

以

詠
志
）」
と
あ
る
。
曹
操
に
と
っ
て
「
詩
」
と
は
、
お
の
れ
の
志
を
歌
う
も
の
で
あ
っ
た
。
曹
操
の
志
は
、
自
ら
の
支
配
の
正
統
性
と
し
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て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
人
材
登
用
の
志
を
歌
う
「
短
歌
行
」
其
の
一
を
掲
げ
よ
う
。

　
　
　
　

其
一　
　
　
　
　
　
　
　
　

其
の
一 

『
樂
府
詩
集
』
卷
三
十 

短
歌
行

　
　

對
酒
當
　

人
生
幾
何　
　

酒
に
對
へ
ば
當
に

ふ
べ
し　

人
生 

幾
何
ぞ

　
　

如
①
朝
露　

去
日

多 　

へ
ば
①
朝
露
の
如
し　

去
日
は

だ
多
し

　
　

慨
當
以
慷　

憂
思
難
忘　
　

慨な
げ

き
て
當
に
以
て
慷い

た

む
べ
し　

憂
思 

忘
れ
難
し

　
　

何
以
解
憂　

唯
有
②
杜
康 　

何
を
以
て
か
憂
ひ
を
解
か
ん　

唯
だ
②
杜
康 

有
る
の
み

　
　
③
靑
靑
子
衿　

悠
悠
我
心 　
③
靑
靑
た
る
子
が
衿　

悠
悠
た
る
我
が
心

　
　

但
爲
君
故　

沈
吟
至
今　
　

但
だ
君
の
爲
の
故
に　

沈
吟
し
て
今
に
至
る

　
　
④
呦
呦
鹿
鳴　

⻝
野
之

 　
④
呦
呦
と
鹿
は
鳴
き　

野
の

を
⻝
ふ

　
　

我
有
嘉
賓　

鼓
瑟
吹
笙　
　

我
に
嘉
賓
有
ら
ば　

瑟
を
鼓
し
笙
を
吹
か
ん

　
　

明
明
如
月　

何
時
可
輟　
　

明
明 

月
の
如
き
も　

何
の
時
に
か
輟ひ

ろ

ふ
可
き

　
　

憂
從
中
來　

不
可
斷
絕　
　

憂
ひ
は
中
よ
り
來
り　

斷
絕
す
可
か
ら
ず

　
　

越
陌

阡　

枉
用
相
存　
　

陌
を
越
へ
阡
を

り　

枉
げ
て
用
て
相 

存
せ
よ

　
　

契
闊
談
讌　

心
念

恩　
　

契
闊
し
て
談
讌
し　

心
に

恩
を
念
は
ん

　
　

月
明
星
稀　

烏
鵲
南
飛　
　

月 

明
ら
か
に 

星 

稀
に
し
て　

烏
鵲 
南
に
飛
ぶ

　
　

繞
樹
三
匝　

何

可
依　
　

樹
を
繞
る
こ
と
三
匝め

ぐ

り　

何
の

に
か
依
る
可
き

　
　

山
不
厭
高　

水
不
厭
深　
　

山
は
高
き
を
厭
は
ず　

水
は
深
き
を
厭
は
ず
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周
公
吐
哺　

天
下
歸
心　
　

周
公 

哺ほ

を
吐
き
て　

 

天
下 

心
を
歸
せ
り

　

西
晉
の
崔
豹
の
『
古
今
注
』
卷
中
に
よ
れ
ば
、「
長

・
短

」
と
は
、
人
の
力
で
は
如
何
と
も
成
し
難
い
寿
命
の
長
短
を
嘆
く
こ
と

を
歌
う
、
と
い
う
。
①
「
朝
露
」
を
人
生
の
は
か
な
さ
の
象
徴
と
す
る
こ
と
は
、

安
文
學
に
先
行
す
る
「
古
詩
十
九
首
」
の
其
十
三

に
も
見
え
る
。
人
生
の
は
か
な
さ
の
憂
い
を
解
く
も
の
は
、
②
「
杜
康
」（
酒
）
し
か
な
い
。
た
だ
「
古
詩
十
九
首
」
の
其
十
三
が
、
朝

露
か
ら
人
生
の
は
か
な
さ
に
沈
潜
し
て
い
く
こ
と
に
対
し
て
、
曹
操
は
、
従
来
の
「
短
歌
」
の
主
題
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
③

風 

子

衿
と
④
小
雅 

鹿
鳴
と
い
う
『
詩
經
』
を
典
拠
に
、
は
か
な
い
人
生
だ
か
ら
こ
そ
、
人
材
を
登
用
し
て
世
を
正
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
、

運
命
を
乗
り
越
え
て
い
く
志
を
述
べ
る
。
そ
の
志
は
、
あ
く
ま
で
曹
操
個
人
の
も
の
で
あ
る
。
曹
操
の
詩
を
斷

取
義
で
用
い
ら
れ
る
可

能
性
は
少
な
い
（
五
〇
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
古
詩
十
九
首
」
の
其
十
三
を
掲
げ
よ
う
。

　
　
　
　

古
詩
十
九
首
十
三　
　
　
　
　
　

古
詩
十
九
首
の
十
三 

『
文
選
』
卷
二
十
九

　
　

驅
車
上
東
門　

遙

郭
北
　
　

車
を
上
東
門
に
驅
り　

遙
か
に
郭
北
の

を

む

　
　

白
楊
何
蕭
蕭　

松
柏
夾
廣
路　
　

白
楊 

何
ぞ
蕭
蕭
た
る　

松
柏 

廣
路
を
夾
む

　
　

下
有
陳
死
人　

杳
杳
卽
長
　
　

下
に
陳
死
の
人
有
り
て　

杳
杳
と
し
て
長

に
卽
く

　
　

潛
寐
黃
泉
下　

千
載
永
不
寤　
　

黃
泉
の
下
に
潛
み
寐
ね
て　

千
載 

永
く
寤
め
ず

　
　

浩
浩
陰
陽
移　
①
年
命
如
朝
露 　

浩
浩
と
し
て
陰
陽 

移
り　
①
年
命 
朝
露
の
如
し

　
　

人
生
忽
如
寄　

壽
無
金
石
固　
　

人
生 

忽
と
し
て
寄
す
る
が
如
く　

壽
に
金
石
の
固
き
無
し

　
　

歲
更
相
送　

賢

能
　
　

歲 

更

相 

送
り　

賢

 

能
く

る
こ
と

し
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服
⻝
求
神
仙　

多
爲
藥
所
誤　
　

服
⻝
し
て
神
仙
を
求
む
れ
ど　

多
く
藥
の
誤
ま
る
所
と
爲
る

　
　
②
不
如
飮
美
酒　

被
服
紈
與
素 　
②
如
か
ず
美
酒
を
飮
み　

紈
と
素
と
を
被
服
す
る
に

　

①
の
「
朝
露
」
と
②
の
「
如
か
ず
美
酒
を
飮
み
」
に
、
曹
操
の
「
短
歌
行 

其
の
一
」
へ
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
詩

に
は
個
人
が
感
じ
ら
れ
な
い
。「
古
詩
十
九
首
」
は
、
前
漢
か
ら
後
漢
に
成
立
し
た
作
者
不
詳
の
五
言
詩
で
あ
る
。『
玉
臺

詠
』
で
は

十
九
首
中
の
八
首
を
前
漢
の
枚
乘
の
作
と
し
、
他
に
も
後
漢
の
傅
毅
や
魏
の
文
人
を
作
者
に
擬
す
る
諸
説
が
あ
る
が
疑
わ
し
い
（
五
一
）。「

古
詩

十
九
首
」
は
、
別
離
や
不
遇
、
人
間
の
短
命
な
ど
、
人
々
に
共
通
す
る
悲
劇
を
歌
う
詩
で
、『
詩
經
』
の
國
風
も
本
来
こ
の
よ
う
な
歌
謡

で
あ
ろ
う
。
人
々
に
共
通
す
る
思
い
で
あ
る
か
ら
こ
そ
多
様
な
解
釈
を
生
み
、
斷

取
義
を
当
然
の
も
の
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

「
毛
傳

箋
」
に
よ
り
作
者
と
内
容
が
固
定
化
さ
れ
た
『
詩
經
』
が
受
容
さ
れ
、
六
朝
期
に
は
「
斷

取
義
」
が
批
判
さ
れ
る
に
至
る
の

は
、「
古
詩
十
九
首
」
の
よ
う
な
作
者
不
詳
な
多
く
の
人
に
共
有
さ
れ
る
歌
か
ら
、
詩
が
個
人
の
も
の
へ
と
限
定
さ
れ
て
い
く
た
め
で
あ

ろ
う
。

　

詩
が
個
人
の
も
の
に
限
定
さ
れ
る
の
は
、

玄
が
尊
重
し
、
曹
操
も
依
拠
し
た
『
尙
書
』
の
「
詩
言
志
」
か
ら
、「
詩
緣
情
」
へ
と
詩

が
展
開
し
て
い
く
た
め
で
あ
る
。
曹
操
の
子
の
曹
植
は
、「
辭
賦
は
小
道
」
と
述
べ
る
こ
と
で
、
自
身
の
辭
賦
が
直
接
的
に
立
德
・
立
功
・

立
言
に
結
び
つ
か
な
い
仮
構
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。「
文

」
は
、
こ
こ
に
表
現
の
追
求
を
第
一
義
に
置
く
こ
と
を
許
容
さ
れ
、
叙

事
よ
り
も
抒
情
に
重
点
を
置
く
た
め
の
手
段
を
確
立
す
る
（
五
二
）。

そ
れ
を
継
承
し
た
西
晉
の
陸
機
は
、
次
の
よ
う
に
詩
を
情
を
表
現
す
る
も
の

と
主
張
す
る
。

　
　

 

詩
は
情
に
緣よ

り
て
綺
靡
な
り
、
賦
は
物
を
體
し
て
瀏
亮
た
り
。
碑
は
文
を
披
い
て
以
て
相
質
な
り
、
誄
は
纒
綿
と
し
て
悽
愴
な
り
。

銘
は
愽
約
に
し
て
溫
潤
な
り
、
箴
は
頓
挫
し
て
淸
壯
な
り
。

は
優
遊
し
て
以
て
彬

な
り
、
論
は
精

に
し
て
朗
暢
な
り
。
奏
は
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平
徹
に
し
て
以
て
閑
雅
な
り
、
說
は
瓘

に
し
て
譎
誑
な
り
（
五
三
）。

　

陸
機
は
、
こ
の
よ
う
に
十
種
の
文
体
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
創
作
法
の
要
諦
を
提
示
す
る
。
文
の
並
び
順
は
文
体
の
重
要
性
を
示
し
、
有

の
文
を
無

の
文
よ
り
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
陸
機
の
意
図
が
唯
美
的
な
感
覚
の
尊
重
に
あ
っ
た
こ
と
は
、「
詩
は
情
に
緣よ

り
て
綺
靡
な
り
」（
詩
は
情
を
も
と
に
し
て
美
し
い
も
の
）
と
述
べ
、
儒
敎
的
文
学
観
を
代
表
す
る
「
詩
言
志
」
と
訣
別
し
て
い
る
こ
と

に
明
ら
か
で
あ
る
。「
文
賦
」
は
、
詩
を
「
詩
言
志
」
と
対
に
な
る
表
現
で
あ
る
「
詩
緣
情
」
に
よ
る
も
の
と
し
、「
詩
言
志
」
と
の
訣
別

を
高
ら
か
に
宣
言
し
て
い
る
（
五
四
）。

詩
は
こ
こ
に
抒
情
的
要
素
を
大
き
く
発
展
さ
せ
る
。
君
主
の
志
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
天
下
太
平
の
よ
う

に
、

玄
が
國
風
で
説
明
す
る
、
一
人
の
作
が
国
全
体
へ
と
広
が
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
抒
情
は
個
人
の
も
の
で
あ
り
、
集
団
で
共
有
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

こ
う
し
て
六
朝
期
に
は
、
詩
は
個
人
の
著
作
で
あ
る
こ
と
が
自
明
と
な
り
、
そ
の
内
容
も
一
つ
の
解
釈
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
と
な

っ
た
。
こ
う
し
た
時
点
か
ら
、

玄
の
「
三
禮
」
注
と
「
毛
傳

箋
」
で
の
同
一
の
詩
へ
の
解
釈
の
多
様
性
を
見
た
と
き
、
そ
れ
を
斷

取
義
と
批
判
す
る
視
座
が
生
ま
れ
た
。
六
朝
期
以
降
、『
詩
經
』
が
本
来
的
に
持
つ
「
斷

取
義
」
が
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ

れ
は
詩
の
解
釈
方
法
と
し
て
批
判
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

お
わ
り
に

　

六
朝
期
以
降
批
判
さ
れ
る
『
詩
經
』
の
「
斷

取
義
」
は
、『
論
語
』
や
『
孟
子
』
に
も
見
ら
れ
る
本
来
的
な
『
詩
經
』
の
解
釈
方
法

で
あ
っ
た
。『
韓
詩
外
傳
』
や
『
列
女
傳
』
な
ど
の
物
語
に
よ
る
『
詩
經
』
の
解
釈
は
、
本
来
的
に
多
義
的
な
『
詩
經
』
へ
の
多
様
な
解
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釈
を
拡
大
さ
せ
た
。
し
か
し
、
經
學
に
体
系
性
を
求
め
る

玄
が
『
毛
詩
』
を
尊
重
し
て
著
し
た

箋
が
普
及
し
、

安
文
學
以
降
、
個

人
の
抒
情
を
読
む
詩
が
重
視
さ
れ
る
に
伴
い
、
詩
の
解
釈
が
多
義
的
で
あ
る
こ
と
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
く
。

　

こ
う
し
て
六
朝
期
に
は
、
詩
は
一
つ
の
テ
ー
マ
に
基
づ
い
て
読
ま
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
一
つ
の
テ
ー
マ
に
固
定
し
て
解
釈
す
べ
き
も

の
と
い
う
観
念
が
成
立
し
、『
詩
經
』
を
斷

取
義
に
よ
り
用
い
る
こ
と
へ
の
批
判
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
物
語
に
よ
る
『
詩
經
』
解
釈
が
終
焉
し
た
六
朝
期
に
、
物
語
に
よ
る
『
春
秋
』
解
釈
を
特
徴
と
す
る
『
春
秋
左
氏
傳
』
が

普
及
し
て
い
く
の
は
な
ぜ
か
。
そ
こ
に
は
、「
史
」
部
の
成
立
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
歴
史
物
語
を
史
書
と
し
て
把
握
す
る
歴
史
意
識
の

形
成
（
五
五
）、

そ
し
て
「
史
」
は
「
經
」
の
補
助
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
史
学
意
識
の
形
成
が
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿

で
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

《
注
》

（
一
）
朱
熹
は
斷

取
義
を
恣
意
的
と
批
判
す
る
が
、
日
本
儒
學
に
お
い
て
斷

取
義
は
肯
定
的
で
あ
る
。
高
山
大
毅
『
近
世
日
本
の
「
礼
楽
」
と
「
修

辞
」
│
荻
生
徂
徠
以
後
の
「
接
人
」
の
制
度
構
想
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
）、
土
田
健
次
郎
「
伊
藤
仁
斎
の
詩
経
観
」（『
詩
経
研
究
』
六
、

一
九
八
一
年
）
を
参
照
。
ま
た
、
淸
の
翁
方
綱
の
『
詩
附
記
』
に
至
る
ま
で
、
斷

取
義
を
『
詩
經
』
解
釈
に
利
用
す
る
伝
統
の
あ
る
こ
と
は
、
種
村

和
史
「
す
べ
て
本
義
の
た
め
に
│
翁
方
綱
の
断
章
取
義
説
の
性
格
と
そ
の
詩
経
学
史
的
位
置
づ
け
」（『
慶
応
義
塾
大
学
日
吉
紀
要 

中
国
研
究
』
一
三
、

二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
。

（
二
）
魏
家
豪
「
春
秋
時
期
賦
詩
行
為
中”

取
義

”

的
両
個
問
題
簡
述
」（『
西
北
成
人
教
育
学
院
学
報
』
二
〇
二
三
│
四
、
二
〇
二
三
年
）
は
、『
春
秋
』

で
は
「
斷

取
義
」
の
他
に
「
賦
詩
斷

」
も
見
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
。

（
三
）

玄
の
詩
經
學
に
つ
い
て
は
、
大
川
尚
節
『
三
家
詩
よ
り
見
た
る

玄
の
詩
経
学
』（
関
書
院
、
一
九
三
七
年
）
に
総
合
的
な
叙
述
が
あ
る
。
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（
四
）
子
曰
、
唯
天
子
受
命
于
天
。
士
受
命
于
君
﹇
一
﹈。
故
君
命
順
、
則
臣
有
順
命
。
君
命
逆
、
則
臣
有
逆
命
﹇
二
﹈。
詩
曰
、
鵲
之
姜
姜
、
鶉
之
賁
賁
。
人

之
無

、
我
以
爲
君
﹇
三
﹈。﹇
一
﹈
言
皆
有
所
受
不
敢
專
也
。
唯
當
爲
雖
。
字
之
誤
也
。﹇
二
﹈
言
臣
受
順
則
行
順
、
受
逆
則
行
逆
。
如
其
所
受
於
君
則

爲
君
不
易
矣
。﹇
三
﹈
姜
姜
・
賁
賁
、
爭
鬪
惡
貌
也
。

、
善
也
。
言
我
以
惡
人
、
爲
君
亦
使
我
惡
、
如
大
鳥
姜
姜
於
上
小
鳥
賁
賁
於
下
（『
禮
記
注
疏
』

表
記
篇
）。

（
五
）〈
毛
序
〉
鶉
之
奔
奔
、
刺
衞
宣
姜
也
。
衞
人
以
爲
、
宣
姜
鶉
鵲
之
不

也
﹇
一
﹈。
鶉
之
奔
奔
、
鵲
之
彊
彊
〈
一
〉﹇
二
﹈。
人
之
無

、
我
以
爲
兄
〈
二
〉﹇
三
﹈。

鵲
之
彊
彊
、
鶉
之
奔
奔
。
人
之
無

、
我
以
爲
君
〈
三
〉﹇
四
﹈。〈
一
〉
鶉
則
奔
奔
、
鵲
則
彊
彊
然
。〈
二
〉

、
善
也
。
兄
、
謂
君
之
兄
。〈
三
〉
君
、
國

小
君
。﹇
一
﹈
刺
宣
姜
者
、
刺
其
與
公
子
頑
爲
淫
亂
、
行
不
如
禽
鳥
。﹇
二
﹈
奔
奔
・
彊
彊
、
言
其
居
有
常
匹
。﹇
三
﹈
人
之
行
無
一
善
者
。
我
君
反
以
爲

兄
。
君
、
謂
惠
公
。﹇
四
﹈
小
君
、
謂
宣
姜
（『
毛
詩
注
疏
』
鄘
風 

鶉
之
奔
奔
）。

（
六
）

玄
の
著
作
の
執
筆
順
に
つ
い
て
は
、
藤
堂
明
保
「「

玄
研
究
」（
蜂
屋
邦
夫
（
編
）『
儀
礼
士
昏
疏
』
東
京
大
学
東
洋
研
究
所
、
一
九
八
六
年
）

を
参
照
。

（
七
）
此
經
引
詩
斷

言
、
君
有
逆
命
、
似
大
鳥
姜
姜
爭
鬪
於
上
、
小
鳥
賁
賁
亦
爭
鬪
於
下
（『
禮
記
注
疏
』
表
記
篇
）。

（
八
）
翁
方
綱
『
詩
附
記
』
が
、
斷

取
義
で
あ
っ
て
も
本
義
か
ら
大
き
く
懸
け
離
れ
た
意
味
が
附
与
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
『
禮
記
注
疏
』
を
批
判
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
種
村
和
史
「
す
べ
て
本
義
の
た
め
に
│
翁
方
綱
の
断
章
取
義
説
の
性
格
と
そ
の
詩
経
学
史
的
位
置
づ
け
」（
前
掲
）
を
参
照
。

（
九
）
文
王
之
祭
也
、
事
死
者
如
事
生
、
思
死
者
如
不
欲
生
。
忌
日
必
哀
、
稱

如
見

。
祀
之
忠
也
。
如
見

之
所
愛
、
如
欲
色
然
、
其
文
王
與
﹇
一
﹈。

詩
云
、
明
發
不
寐
、
有
懷
二
人
。
文
王
之
詩
也
。
祭
之
明
日
、
明
發
不
寐
、
饗
而
致
之
、

從
而
思
之
。
祭
之
日
、
樂
與
哀
半
。
饗
之
必
樂
、
已
至
必

哀
﹇
二
﹈。﹇
一
﹈
思
死
者
如
不
欲
生
、
言
思

之
深
也
。
如
欲
色
者
、
以
時
人
於
色
厚
、
假
以
喩
之
。﹇
二
﹈
明
發
不
寐
、
謂
夜
至
旦
也
。
祭
之
明
日
、

謂
繹
日
也
。
言
繹
之
夜
不
寐
也
。
二
人
、
謂

。
容
尸
・
侑
也
（『
禮
記
注
疏
』
祭
義
篇
）。

（
一
〇

）〈
毛
序
〉
小
宛
、
大
夫
刺
幽
王
也
﹇
一
﹈。
宛
彼
鳴
鳩
、
翰
飛
戾
天
〈
一
〉。
我
心
憂
傷
、
念
昔
先
人
〈
二
〉。
明
發
不
寐
、
有
懷
二
人
〈
三
〉。
…
…
溫
溫
恭
人
、

如
集
于
木
。
惴
惴
小
心
、
如
臨
于
谷
。
戰
戰
兢
兢
、
如
履

冰
。〈
一
〉
興
也
。
宛
、
小
貌
。
鳴
鳩
、
鶻
鵰
。
翰
、
高
。
戾
、
至
也
。
行
小
人
道
、
責
高
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明
之
功
、
終
不
可
得
。〈
二
〉
先
人
、
文
・

也
。〈
三
〉
明
發
、
發
夕
至
明
。﹇
一
﹈
亦
當
爲
刺
厲
王
（『
毛
詩
注
疏
』
小
雅 

小
宛
）。

（
一
一

）
此
幽
王
小
雅
小
宛
之
篇
。
而
云
文
王
詩
也
者
、
記
者
引
詩
斷

取
義
。
且
詩
人
陳
文
王
之
德
、
以
刺
幽
王
、
亦
得
爲
文
王
之
詩
也
（『
禮
記
注
疏
』

祭
義
篇
）。

（
一
二

）
孫
叔
敖
遇
狐
丘
丈
人
。
狐
丘
丈
人
曰
、
僕
聞
之
、
有
三
利
必
有
三
患
。
子
知
之
乎
。
孫
叔
敖
蹵
然
易
容
曰
、
小
子
不
敏
、
何
足
以
知
之
。
敢
問
何

謂
三
利
、
何
謂
三
患
。
狐
丘
丈
人
曰
、
夫
爵
高
者
、
人
妒
之
。
官
大
者
、
主
惡
之
。
祿
厚
者
、
怨
歸
之
。
此
之
謂
也
。
孫
叔
敖
曰
、
不
然
。
吾
爵
益
高
、

吾
志
益
下
。
吾
官
益
大
、
吾
心
益
小
。
吾
祿
益
厚
、
吾
施
益
博
。
可
以
免
於
患
乎
。
狐
丘
丈
人
曰
、
善
哉
言
乎
。
堯
・
舜
其

病
諸
。
詩
曰
、
溫
溫
恭

人
、
如
集
於
木
。
惴
惴
小
心
、
如
臨
于
谷
（『
韓
詩
外
傳
』
卷
七
）。

（
一
三

）
孔
子
曰
、
明
王
有
三
懼
。
一
曰
處
尊
位
而
恐
不

其
過
。
二
曰
得
志
而
恐
驕
。
三
曰

天
下
之
至
道
而
恐
不
能
行
。
昔
者
越
王
勾
踐
與
吳
戰
、
大
敗

之
、
兼
有
南
夷
。
當
是
之
時
、
君
南
面
而
立
、
近
臣
三
、
遠
臣
五
、
令
諸
大
夫
曰
、

過
而
不
以
吿
我
者
爲
上
戮
。
此
處
尊
位
而
恐
不

其
過
也
。
昔

者
晉
文
公
與
楚
戰
、
大
勝
之
、
燒
其
軍
、
火
三
日
不
息
。
文
公
退
而
有
憂
色
。
侍
者
曰
、
君
大
勝
楚
而
有
憂
色
、
何
也
。
文
公
曰
、
吾

、
能
以
戰
勝

而
安
者
惟

人
。

夫
詐
勝
之
徒
、
未

不
危
。
吾
是
以
憂
也
。
此
得
志
而
恐
驕
也
。
昔
者
齊
桓
公
得
管
仲
・
隰
朋
、
立
南
面
。
桓
公
曰
、
吾
得
二
子

也
、
吾
目
加
明
、
吾
耳
加

。
不
敢
獨
擅
、
進
之
先
祖
。
此

天
下
之
至
道
而
恐
不
能
行
者
也
。
由
桓
公
・
晉
文
・
越
王
勾
踐

之
、
三
懼
者
、
明
君

之
務
也
。
詩
曰
、
溫
溫
恭
人
、
如
集
于
木
。
惴
惴
小
心
、
如
臨
于
谷
。
戰
戰
兢
兢
、
如
履

冰
。
此
言
大
王
居
人
上
也
（『
韓
詩
外
傳
』
卷
七
）。

（
一
四

）
渡

義
浩
「
韓
嬰
と
『
韓
詩
外
伝
』」（『
中
国
文
化
』
八
二
、
二
〇
二
四
年
）。

（
一
五

）〈
毛
序
〉
言
仁
而
不
遇
也
。
衞
頃
公
之
時
、
仁
人
不
遇
、
小
人
在
側
。
汎
彼
柏
舟
、
亦
汎
其
流
。
耿
耿
不
寐
、
如
有
隱
憂
。

我
無
酒
、
以
敖
以
遊
。

我
心
匪
鑒
、
不
可
以

。
亦
有
兄
弟
、
不
可
以
據
。

言
往
愬
、
逢
彼
之
怒
。
我
心
匪
石
、
不
可
轉
也
。
我
心
匪
席
、
不
可
卷
也
。
威
儀
棣
棣
、
不
可

選
也
。
憂
心
悄
悄
、
慍
于
羣
小
。
覯
閔
旣
多
、
受
侮
不
少
。
靜
言
思
之
、
寤
辟
有
摽
。
日
居
月
諸
、
胡
迭
而

。
心
之
憂
矣
、
如
匪
澣
衣
。
靜
言
思
之
、

不
能
奮
飛
（『
毛
詩
』
邶
風 

柏
舟
）。

（
一
六

）
王
子
比
干
殺
身
以
成
其
忠
、
柳
下
惠
殺
身
以
成
其
信
、
伯
夷
・
叔
齊
殺
身
以
成
其
廉
。
此
三
子
者
、
皆
天
下
之
通
士
也
、
豈
不
愛
其
身
哉
。
爲
夫
義
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之
不
立
、
名
之
不
顯
、
則
士
恥
之
。
故
殺
身
以
遂
其
行
。
由
是

之
、
卑
賤
・
貧
窮
、
非
士
之
恥
也
。
１
〔
夫
士
之
所
恥
者
〕、
天
下
擧
忠
而
士
不
與
焉
、

擧
信
而
士
不
與
焉
、
擧
廉
而
士
不
與
焉
。
三
者
存
乎
身
、
名
傳
於
世
、
與
日
月
並
而
息
、
天
不
能
殺
、
地
不
能
２
（
生
）〔
埋
〕、
當

・
紂
之
世
、
不
之

能
汚
也
。
然
則
非
惡
生
而
樂
死
也
、
惡
富
貴
好
貧
賤
也
。
由
其
理
、
尊
貴
及
己
、
而
仕
也
不
辭
也
。
①
孔
子
曰
、
富
而
可
求
、
雖
執
鞭
之
士
、
吾
亦
爲

之
。
②
故
阨
窮
而
不
憫
、
勞
辱
而
不

。
然
後
能
有
致
也
。
詩
曰
、
我
心
匪
石
、
不
可
轉
也
。
我
心
匪
席
、
不
可
卷
也
。
此
之
謂
也
（『
韓
詩
外
傳
』
卷

一 

第
八

）。『
韓
詩
外
傳
』
は
、
四
部
叢
刊
本
を
底
本
と
し
、
許
維
遹
『
韓
詩
外
傳
集
釋
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）
の
分
段
に
依
拠
し
た
。
１

は
『
說

』
立
節
篇
、
２
は
『

子
』
儒
效
篇
に
よ
り
文
字
を
改
め
た
。

（
一
七

）
原
憲
居
魯
、
環
堵
之
室
、

以

萊
、

戶
甕
牖
、
桷
桑
而
無
樞
、
上
漏
下
濕
、
匡
坐
而
絃
歌
。
子
貢
乘
肥
馬
、
衣
輕
裘
中
紺
而
表
素
、
軒
不
容

巷
、
而
往
見
之
。
原
憲
楮
冠
黎
杖
而
應
門
、
正
冠
則
纓
絕
、
振
襟
則
肘
見
、
納
履
則
踵
決
。
子
貢
曰
、
嘻
、
先
生
何
病
也
。
原
憲
仰
而
應
之
曰
、
憲

之
、
無
財
、
之
謂
貧
、
學
而
不
能
行
、
之
謂
病
。
憲
貧
也
、
非
病
也
。

夫
希
世
而
行
、
比
周
而
友
。
學
以
爲
人
、
敎
以
爲
己
、
仁
義
之

、
車
馬
之

飾
、
衣
裘
之

、
憲
不
忍
爲
之
也
。
子
貢
逡
巡
、
面
有
慚
色
、
不
辭
而
去
。
原
憲
乃
徐
步
曵
杖
、
歌
商

而
反
。
聲
淪
於
天
地
、
如
出
金
石
。
天
子
不

得
而
臣
也
、
諸
侯
不
得
而
友
也
。
故
養
身
者
忘

、
養
志
者
忘
身
。
身
且
不
愛
、
孰
能
忝
之
。
詩
曰
、
我
心
匪
石
、
不
可
轉
也
。
我
心
匪
席
、
不
可
卷

也
（『
韓
詩
外
傳
』
卷
一 

第
九

）。

（
一
八

）
傳
曰
、
所
謂
士
者
、
雖
不
能
盡
備
乎
道
術
、
必
有
由
也
。
雖
不
能
盡
乎
美

、
必
有
處
也
。
言
不
務
多
、
務
審
所
行
而
已
。
行
旣
已
尊
之
、
言
旣
已

由
之
、

肌
膚
・
性
命
之
不
可
易
也
。
詩
曰
、
我
心
匪
石
、
不
可
轉
也
。
我
心
匪
席
、
不
可
卷
也
（『
韓
詩
外
傳
』
卷
一 

第
十

）。

（
一
九

）
傳
曰
、
君
子

其
身
而
同
者
合
焉
、
善
其
音
而
類
者
應
焉
。
馬
鳴
而
馬
應
之
、
牛
鳴
而
牛
應
之
、
非
知
也
、
其
勢
然
也
。
故

沐
者
必
彈
冠
、

浴

者
必
振
衣
、

能
以
己
之
皭
皭
容
人
之
混

然
。
詩
曰
、
我
心
匪
鑑
、
不
可
以

（『
韓
詩
外
傳
』
卷
一 

第
十
一

）。

（
二
〇

）

伐
陳
、
陳
西
門
壞
。
因
其
降
民
使
脩
之
。
孔
子
過
而
不
式
。
子
貢
執
轡
而
問
曰
、
禮
過
三
人
則
下
、
二
人
則
式
。
今
陳
之
脩
門
者
衆
矣
、
夫
子

不
爲
式
、
何
也
。
孔
子
曰
、
國
亡
而
弗
知
、
不
智
也
。
知
而
不
爭
、
非
忠
也
。
亡
而
不
死
。
非

也
。
脩
門
者
雖
衆
、
不
能
行
一
於
此
、
吾
故
弗
式
也
。

詩
曰
、
憂
心
悄
悄
、
慍
于
群
小
。
小
人
成
群
、
何
足
禮
哉
（『
韓
詩
外
傳
』
卷
一 

第
十
二

）。
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（
二
一

）
孔
子
爲
魯
攝
相
、
朝
七
日
而
誅
少
正
卯
。
門
人
進
問
曰
、
夫
少
正
卯
魯
之

人
也
。
夫
子
爲
政
而
始
誅
之
。
得
無
失
乎
。
孔
子
曰
、
居
、
吾
語
女
其

故
。
人
有
惡
者
五
、
而
盜
竊
不
與
焉
。
一
曰
、
心
逹
而
險
。
二
曰
、
行
辟
而
堅
。
三
曰
、
言
僞
而
辯
。
四
曰
、
記
醜
而
博
。
五
曰
、
順
非
而
澤
。
此
五

者
有
一
於
人
、
則
不
得
免
於
君
子
之
誅
。
而
少
正
卯
兼
有
之
。
故
居
處
足
以

徒
成
群
、
言
談
足
飾
邪
營
衆
、
強
足
以
反
是
獨
立
、
此
小
人
之

雄
也
、

不
可
不
誅
也
。
是
以
湯
誅
尹
諧
、
文
王
誅
潘
止
、
周
公
誅
管
叔
、
太
公
誅

仕
、
管
仲
誅
付
里
乙
、
子
產
誅
鄧
析
史
付
。
此
七
子
者
、
皆

世
同
心
、

不
可
不
誅
也
。
詩
曰
、
憂
心
悄
悄
、
慍
於
群
小
。
小
人
成
群
、
斯
足
憂
也
（『

子
』
宥
坐
篇
）。

（
二
二

）『
韓
詩
外
傳
』
の
斷

取
義
に
つ
い
て
は
、
羅
立
軍
「《
韓
詩
外
伝
》
無
関
詩
義
辨
正
」（『
華
南
師
範
大
学
学
報
』
社
会
科
学
版
二
〇
〇
五
│
三
、
二

〇
〇
五
年
）
を
参
照
。

（
二
三

）『
列
女
傳
』
の
斷

取
義
に
つ
い
て
は
、
宮
本
勝
「
断
章
取
義
に
つ
い
て
│
『
列
女
伝
』
息
君
夫
人
の
例
」（『
語
学
文
学
』
四
〇
、
二
〇
〇
二
年
）

を
参
照
。

（
二
四

）
夫
人
者
、
齊
侯
之
女
也
。
嫁
於
衞
、
至
城
門
而
衞
君
死
。
保
母
曰
、
可
以
還
矣
。
女
不
聽
。
遂
入
、
持
三
年
之
喪
。

、
弟
立
請
曰
、
衞
小
國
也
、

不
容
二
庖
。
願
請
同
庖
。
夫
人
曰
、
唯
夫
婦
同
庖
。
終
不
聽
。
衞
君
使
人
愬
於
齊
兄
弟
。
齊
兄
弟
皆
欲
與
後
君
。
使
人
吿
女
、
女
終
不
聽
。
乃
①
作
詩

曰
、
②
我
心
匪
石
、
不
可
轉
也
。
我
心
匪
席
、
不
可
卷
也
。
厄
窮
而
不
閔
、
勞
辱
而
不

。
然
後
能
自
致
也
。
言
不
失
也
、
然
後
可
以
濟
難
矣
。
詩
曰
、

威
儀
棣
棣
、
不
可
選
也
。
言
其
左
右
無
賢
臣
、
皆
順
其
君
之
意
也
。
君
子
美
其
貞
壹
。
故
擧
而
列
之
於
詩
也
（『
列
女
傳
』
卷
四 

貞
順 

衞
宣
夫
人
）。

（
二
五

）
毛
傳
に
つ
い
て
は
、
田
中
和
夫
『
毛
詩
正
義
研
究
』（
白
帝
社
、
二
〇
〇
三
年
）、『
毛
詩
』
に
つ
い
て
は
、
藪
敏
裕
『
毛
詩
の
文
献
学
的
研
究
│
出

土
文
献
と
の
比
較
を
中
心
に
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
。

（
二
六

）
子
曰
、
小
子
何

學
夫
詩
。
詩
可
以
興
、
可
以

、
可
以
羣
、
可
以
怨
。
邇
之
事

、
遠
之
事
君
、
多

於
鳥
獸

木
之
名
（『
論
語
』
陽
貨
篇
）。

（
二
七

）
子

問
曰
、
巧
笑

兮
、
美
目
盻
兮
、
素
以
爲
絢
兮
、
何
謂
也
。
子
曰
、
繪
事
後
素
。
曰
、
禮
後
乎
。
子
曰
、
起
予
者
商
也
。
始
可
與
言
詩
巳
矣

（『
論
語
』
八
佾
篇
）。

（
二
八

）『
論
語
』
に
お
い
て
『
詩
經
』
が
斷

取
義
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
刁
生
虎
・
弓
少
瀟
「”

思
無
邪

”

考
論
│
兼
論
孔
門
断
章
取
義
解
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《
詩
》
伝
統
」（『
阜
陽
師
範
大
学
学
報
』
社
会
科
学
版
二
一
四
、
二
〇
二
三
年
）、
程
文
霞
「
雅
言
正
音
、
黙
而
識
之
与
断
章
取
義
│
研
究
《
論
語
》”

詩

学

”

内
涵
的
三
点
思
考
」（『
作
家
天
地
』
二
〇
二
三
│
二
六
、
二
〇
二
三
年
）
を
参
照
。

（
二
九

）
王
說
曰
、
詩
云
、
他
人
有
心
、
予
忖

之
。
夫
子
之
謂
也
（『
孟
子
』
梁
惠
王

句
上
）。

（
三
〇

）
孟
子
曰
、
無
傷
也
。
士
憎

多
口
。
詩
云
、
憂
心
悄
悄
、
慍
于
羣
小
、
孔
子
也
。
肆
不
殄
厥
慍
、
亦
不
隕
厥
問
、
文
王
也
（『
孟
子
』
梁
惠
王

句

上
）。

（
三
一

）
張
亜
東
「
孟
子”
以
意
逆
志

”《
詩
》
学
思
想
再
審
視
」（『
中
国
韻
文
学
刊
』
三
一
│
二
、
二
〇
一
七
年
）
は
、『
孟
子
』
が
斷

取
義
を
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
一
方
で
「
意
を
以
て
詩
に
逆
」
う
解
釈
を
し
て
い
る
、
と
主
張
す
る
。
蔡
宗
斉
、
金
涛
（
訳
）「
従”

断
章
取
義

”

到”

以
意
逆
志

”

│

孟
子
復
原
式
解
釈
理
論
的
産
生
与
演
変
」（『
中
山
大
学
学
報
』
社
会
科
学
版
四
七
、
二
〇
〇
七
年
）
も
参
照
。

（
三
二

）
過
常
宝
「
春
秋
賦
詩
及”

断
章
取
義

”

」（『
文
芸
研
究
』
二
〇
一
九
│
四
、
二
〇
一
九
年
）、
蒲
暁
彬
「
文
本
演
進
的
規
律
対
先
秦
儒
家”

断
章
取

義

”

用”

詩

”

之
風
的
建
構
」（『
太
原
師
範
学
院
学
報
』
社
会
科
学
版
一
一
│
三
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

（
三
三

）
孔
子
與
季
・
孟
偕
仕
於
魯
、
李
斯
與
叔
孫
俱
宦
於
秦
。
定
公
・
始
皇
賢
季
・
孟
・
李
斯
而
消
孔
子
・
叔
孫
。
故
以
大
亂
、
汚
辱
至
今
。
故
治
亂
・
榮

辱
之
端
、
在
所
信
任
。
信
任
旣
賢
、
在
於
堅
固
而
不
移
。
詩
云
、
我
心
匪
石
、
不
可
轉
也
、
言
守
善
篤
也
（『
漢
書
』
卷
三
十
六 

楚
元
王
傳
）。

（
三
四

）
後
漢
に
お
け
る
「
儒
敎
國
家
」
の
成
立
、
お
よ
び
そ
こ
で
の
經
書
の
用
い
方
に
つ
い
て
は
、
渡

義
浩
『
後
漢
国
家
の
支
配
と
儒
教
』（
雄
山
閣
出

版
、
一
九
九
五
年
）、『
後
漢
に
お
け
る
「
儒
教
国
家
」
の
成
立
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

（
三
五

）「
譜
說
」
は
、『
毛
詩
注
疏
』
に
引
用
さ
れ
る
が
、
馬
端
辰
『
毛
詩
傳
箋
通
釋
』
に
よ
れ
ば
、「
諸
家
の
傳
授
の
次
序
」
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
。

「
譜
圖
」
は
、
歐
陽
脩
・
朱
鶴
齡
・
戴
震
・
吳
騫
・
丁
晏
・
胡
元
儀
ら
後
世
の
学
者
の
復
原
で
あ
る
。
ま
た
、「
毛
詩
譜
」
の
版
本
に
つ
い
て
は
、
鄧
雅

琴
「

玄
《
毛
詩
譜
》
古
今
版
本
考
述
」（『
古
籍
整
理
研
究
学
刊
』
二
〇
一
七
│
二
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。

（
三
六

）
堀
池
信
夫
「『
詩
譜
』
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」（『
中
国
文
学
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』
東
方
書
店
、
一
九
九
〇
年
、『
漢
代
思
想
論 

桜
邑
文
稿
２
』
明
治
書

院
、
二
〇
二
〇
年
）。
な
お
、「
毛
詩
譜
」
に
つ
い
て
は
、
徐
娟
・
謝
建
忠
「《
毛
詩
譜
》
中
《
毛
詩
序
》
与
地
理
的
関
係
│
以
《
曹
譜
》
為
例
」（『
文
教
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資
料
』
八
二
一
、
二
〇
一
九
年
）、
郭
樹
芹
「《
毛
詩
譜
》
的
流
伝
及
其
学
術
思
想
」（『
社
会
科
学
研
究
』
二
〇
〇
四
│
一
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。

（
三
七

）
池
田
秀
三
「

学
に
お
け
る
「
毛
詩
箋
」
の
意
義
」（
渡

義
浩
（
編
）『
両
漢
に
お
け
る
詩
と
三
伝
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）。
な
お
、
毛
傳

と

箋
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
徐
建
委
「
早
期
中
国
知
識
転
型
期
的
《
毛
詩
》
学
│
基
于
《
毛
伝
》《

箋
》
差
異
的
研
究
」（『
北
京
大
学
学
報
』
哲
学

社
会
科
学
版
五
七
│
六
、
二
〇
二
〇
年
）、

箋
の
教
化
思
想
に
つ
い
て
は
、
李
世
薸
・
李
登
雲
「

玄
《
毛
詩
》
譜
・
箋
中
的
教
化
思
想
」（『
青
海
民

族
大
学
学
報
』
教
育
科
学
版
二
〇
一
一
│
六
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

（
三
八

）
注
詩
宗
毛
爲
主
。
毛
義

隱
略
、
則
更
表
明
。
如
有
不
同
、
卽
下
己
意
、
使
可

別
也
（『
經
典
釋
文
』
卷
五 

毛
詩
音
義
上
）。

（
三
九

）

箋
が
「
感
生
帝
說
」
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
毛
傳
を
破
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
渡

義
浩
「

箋
の
感
生
帝
説
と
六
天
説
」（『
両
漢
に
お
け
る
詩

と
三
伝
』
前
掲
、『
後
漢
に
お
け
る
「
儒
教
国
家
」
の
形
成
』
前
掲
に
所
収
）
を
参
照
。

（
四
〇

）
詩
者
、
①
弦

諷
諭
之
聲
也
。
自
書
契
之
興
朴
略
尙
質
、
面
稱
不
爲
諂
、
目
諫
不
爲
謗
、
君
臣
之
接
如
朋
友
然
、
在
於
懇
誠
而
已
。
斯
道
稍

、
姦

僞
以
生
、
上
下
相
犯
。
②
及
其
制
禮
、
尊
君
卑
臣
、
君
道
剛
嚴
、
臣
道
柔
順
。
於
是
箴
諫
者
希
、
情
志
不
通
。
故
作
詩
者
、
③
以
誦
其
美
、
而
譏
其
過

（『
毛
詩
注
疏
』
詩
譜
序
注
引
『
六

論
』）。

（
四
一

）
詩
之
興
也
、
諒
不
於
上
皇
之
世
。
大

・
軒

逮
於
高
辛
、
其
時
有
亡
、
載
籍
亦

云
焉
。
虞
書
曰
、
詩
言
志
、
歌
永
言
。
聲
依
永
、
律
和
聲
。
然

則
、
詩
之
道
放
於
此
乎
（『
毛
詩
注
疏
』
詩
譜
序
）。

（
四
二

）
詩
者
志
之
所
之
也
。
在
心
爲
志
、
發
言
爲
詩
。
…
…
國
史
明
乎
得
失
之
迹
、
傷
人
倫
之
廢
、
哀
刑
政
之

、
吟
詠
情
性
、
以
風
其
上
（『
毛
詩
正
義
』

卷
一 

國
風 

周
南
）。

（
四
三

）
文
・

之
德
、
光
熙
前
緖
、
以
集
大
命
於
厥
身
、
遂
爲
天
下

、
使
民
有
政
有
居
。
其
時
、
詩
①
風
有
周
南
・
召
南
、
②
雅
有
鹿
鳴
・
文
王
之
屬
。

及
成
王
・
周
公
致
大
平
、
制
禮
作
樂
而
③
有

聲
興
焉
。

之
至
也
。
之
由
此
風
雅
而
來
。
故
皆
錄
之
、
謂
之
④
詩
之
正
經
（『
毛
詩
注
疏
』
詩
譜
序
）。

（
四
四

）
後
王
稍
更
陵
遲
、
懿
王
始
受
譖
、
亨
齊
哀
公
。
夷
身
失
禮
之
後
、
邶
不
尊
賢
。
自
是
而
下
、
厲
也
幽
也
、
政
敎
尤

、
周
室
大
壞
。
①
十
月
之
交
・

民
勞
・
板
・

、
勃
爾
俱
作
、
衆
國
紛
然
刺
怨
相
尋
。
五
霸
之
末
、
上
無
天
子
、
下
無
方
伯
。
善
者
誰
賞
、
惡
者
誰
罰
。
紀
綱
絕
矣
。
故
孔
子
錄
懿
王
・
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夷
王
時
詩
、
訖
於
陳
靈
公
淫
亂
之
事
、
謂
之
②
變
風
・
變
雅
（『
毛
詩
注
疏
』
詩
譜
序
）。

（
四
五

）

玄
學
の
特
徴
が
、『
周
禮
』
を
頂
点
と
す
る
「
三
禮
體
系
」
に
よ
る
諸
經
の
体
系
化
に
あ
る
こ
と
は
、
加
賀
栄
治
『
中
国
古
典
解
釈
史
』
魏
晉
編

（
勁
草
書
房
、
一
九
六
四
年
）
を
参
照
。

（
四
六

）
以
爲
、
勤
民
恤
功
、
昭
事
上
帝
、
則
受

聲
弘
福
如
彼
。

違
而
弗
用
、
則
被
劫
殺
大
禍
如
此
。
吉
凶
之
所
由
、
憂
娛
之

漸
、
昭
昭
在
斯
。
①
足

作
後
王
之
鑒
、
於
是
止
矣
。
夷
・
厲
已
上
、
歲
數
不
明
。
大
史
年
表
、
自
共
和
始
、
歴
宣
・
幽
・
平
王
而
得
春
秋
次
第
、
以
立
斯
譜
。
②
欲
知
源
流
・

淸
濁
之
所
處
、
則
循
其
上
下
而
省
之
。
欲
知
風
化
・

臭
・
氣
澤
之
所
及
、
則
傍
行
而

之
。
此
詩
之
大
綱
也
（『
毛
詩
注
疏
』
詩
譜
序
）。

（
四
七

）
是
以
一
國
之
事
、
繫
一
人
之
本
、
謂
之
風
。
言
天
下
之
事
、
形
四
方
之
風
、
謂
之
雅
。
雅
者
正
也
。
言
王
政
之
所
由
廢
興
也
。
政
有
小
大
、
故
有
小

雅
焉
、
有
大
雅
焉
。

者
美

德
之
形
容
、
以
其
成
功
、
吿
於
神
明
者
也
。
是
謂
四
始
。
詩
之
至
也
（『
毛
詩
正
義
』
卷
一 

國
風 

周
南
）。

（
四
八

）
①
作
詩
者
一
人
而
已
。
其
取
義
者
、
一
國
之
事
。
變
雅
則
譏
王
政
得
失
、
閔
風
俗
之

。
所
憂
者
、
廣
發
於
一
人
之
本
身
。
如
此
言
、
風
・
雅
之

作
、
皆
是
一
人
之
言
耳
。
一
人
美
則
一
國
皆
美
之
、
一
人
刺
則
天
下
皆
刺
之
。
谷
風
黃
鳥
妻
怨
其
夫
、
未
必
一
國
之
妻
皆
怨
夫
耳
。
北
門
北
山
下
怨
其

上
、
未
必
一
朝
之
臣
皆
怨
上
也
。
但
擧
其
夫
婦
離
絕
、
則
知
風
俗
敗
矣
。
言
己
獨
勞
從
事
、
則
知
政
敎
偏
矣
。
②

不
取
衆
之
意
（『
毛
詩
正
義
』
卷
一 

國
風 

周
南
）。

（
四
九

）
渡

義
浩
「
三
国
時
代
に
お
け
る
「
文
学
」
の
政
治
的
宣
揚
│
六
朝
貴
族
制
形
成
史
の
視
点
か
ら
」（『
東
洋
史
研
究
』
五
四
│
三
、
一
九
九
五
年
、

『
三
国
政
権
の
構
造
と
「
名
士
」』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
に
所
収
）。

（
五
〇

）『
世
說

語
』
豪
爽
篇
に
、「
王
處
仲 

酒
の
後
每
に
輒
ち
詠
ず
、「
老
驥 

櫪
に
伏
す
も
、
志 

千
里
に
在
り
。
烈
士
は

年
、
壯
心 

已
ま
ず
」
と
。
如

意
を
以
て
唾
壺
を
打
ち
、
壺
口 

盡
く
缺
く
（
王
處
仲
每
酒
後
輒
詠
、
老
驥
伏
櫪
、
志
在
千
里
。
烈
士

年
、
壯
心
不
已
。
以
如
意
打
唾
壺
、
壺
口
盡

缺
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
東
晉
の
王
敦
は
酒
を
飲
む
た
び
に
、
唾
壺
を
打
ち
な
が
ら
、
曹
操
の
「
歩
出
夏
門
行
」
を
歌
っ
た
と
い
う
。
劉
孝
標
が
、「
魏

の

帝
の
樂
府
詩
な
り
（
魏

帝
樂
府
詩
）」
と
注
を
附
す
よ
う
に
、
樂
府
の
一
部
分
が
引
用
さ
れ
て
も
、
解
釈
は
同
じ
で
あ
り
、
作
者
が
曹
操
で
あ
る

こ
と
は
自
明
で
あ
っ
た
。
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（
五
一
）「
古
詩
十
九
首
」
に
つ
い
て
は
、
林
宏
作
「
古
詩
十
九
首
的
成
立
年
代
及
其
文
学
特
色
」（『
桃
山
学
院
大
学
人
文
科
学
研
究
』
二
五
│
一
、
一
九
八

九
年
）、
道
家
春
代
「
古
楽
府
と
古
詩
十
九
首
│
抒
情
詩
の
成
育
に
つ
い
て
」（『
名
古
屋
大
学
中
国
語
学
文
学
論
集
』
四
、
一
九
八
四
年
）
を
参
照
。

（
五
二

）
渡

義
浩
「
経
国
と
文
章
―
建
安
に
お
け
る
文
学
の
自
覚
（
一
）」（『
林
田
愼
之
助
博
士
傘
寿
記
念 

三
国
志
論
集
』
三
国
志
学
会
、
二
〇
一
二
年
、

『「
古
典
中
国
」
に
お
け
る
文
学
と
儒
教
』
前
掲
に
所
収
）
を
参
照
。

（
五
三

）
詩
緣
情
而
綺
靡
、
賦
體
物
而
瀏
亮3

。
碑
披
文
以
相
質
、
誄
纒
綿
而
悽
愴3

。
銘
愽
約
而
溫
潤
、
箴
頓
挫
而
淸
壯3

。

優
遊
以
彬

、
論
精

而
朗
暢3

。

奏
平
徹
以
閑
雅
、
說
瓘

而
譎
誑3

（『
文
選
』
卷
十
七 

論
文 

陸
士
衡 

文
賦
）。
な
お
、「
文
賦
」
そ
の
も
の
が
押
韻
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、

仄
声
の
韻
字
に
●
を
附
し
た
。

（
五
四

）
渡

義
浩
「
陸
機
の
文
賦
と
「
文
学
」
の
自
立
」（『
中
国
文
化
―
研
究
と
教
育
』
七
一
、
二
〇
一
三
年
、『「
古
典
中
国
」
に
お
け
る
文
学
と
儒
教
』

前
掲
に
所
収
）
を
参
照
。

（
五
五

）
儒
敎
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
史
學
が
、
歴
史
意
識
の
形
成
と
共
に
「
史
部
」
が
成
立
す
る
よ
う
な
発
展
を
見
せ
、
經
學
に
代
わ
っ
て
国
家
の
正

統
性
を
担
う
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
渡

義
浩
『「
古
典
中
国
」
に
お
け
る
史
学
と
儒
教
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
二
年
）
を
参
照
。
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